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令和４年第２回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和４年６月１６日（木曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 
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１１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

１３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   金 澤 真 澄 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会委員長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  請 願 第 ２ 号       食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への 

理解醸成を図る請願書＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  一般質問＜Ｐ３～Ｐ３５＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 全員の出席でございます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

６月１０日に開催されました、議会運営委

員会の協議の結果を報告します。 

 本日は最初に、６月７日の本会議におい

て、総務産業常任委員会へ付託いたしまし

た請願第２号について審査報告を受け、審

議いたします。 

 次に、一般質問を行います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 請願第２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 請願第

２号食料安全保障の強化を図る新たな国の

予算確保と国民への理解醸成を図る請願書

の件を議題といたします。 

 本件における総務産業常任委員会委員長

の報告は、別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は、採択で

す。 

 これで、委員長の報告を終わります。 

 これから、請願第２号食料安全保障の強

化を図る新たな国の予算確保と国民への理

解醸成を図る請願書の件を採決をします。 

 本件に対する委員長の報告は、採択で

す。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、請願第２号食料安全保障の

強化を図る新たな国の予算確保と国民への

理解醸成を図る請願書の件は、委員長の報

告のとおり採択することに決定をいたしま

した。 

 

◎ 一般質問 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ３番進藤晴子君。 

（３番進藤晴子君 登壇） 

○３番（進藤晴子君） 議長のお許しを頂

きましたので、通告書に従い一般質問をさ

せていただきます。 

 質問をするに当たり、申し上げたいこと

がございます。 

 本日は看取りということについて質問さ

せていただくため、人の死ということに触

れてまいります。最近の世界情勢、また近

くのお父様やお母様、お子様とか亡くなら

れた方、あと闘病中の方におかれまして

は、少し不快な部分もあるかとは思います

が、どうぞ御理解いただき質問させていた

だきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、始めます。 

 質問事項。 

 多死社会における看取りの現状と課題。 

 ２０２１年度の出生数が８４万人と過去

最少を更新した一方で、年間の死亡者数が

およそ１４０万人と、２０年前と比べ５０

万人も増加し、多死社会は確実に加速して

いるようです。団塊世代が人生の終わりを

迎える２０３９年には、死者数が１６７万

人に達する見込みです。 

 多死社会は、国の財政を圧迫するほか、

看取り場所の不足という問題があります。 
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 国民アンケートでは、半数以上の人が自

宅で最期を迎えたいと答えていますが、実

際は医療機関で亡くなる人が８割を超え、

個人の意識と社会構造が追いついていない

のが現状のようです。 

 様々な多様性の尊重から、家族の在り

方、死、看取りへの向き合い方、さらには

ＱＯＤ（死の質）も問われ始めている今

日、国は２００６年に介護報酬に「看取り

介護加算」を創設し、介護施設や在宅での

看取り機能を強化、病院から介護施設や在

宅に看取りをシフトしていく考えです。 

 近く迎える多死社会を、看取り難民を出

さないために我が足寄町ではどう準備して

いくのすか、以下の３点について伺いま

す。 

 １、足寄町におけるここ５年間の死者数

とその死因・場所。 

 ２、足寄町の死者数の今後の推計は。 

 ３、本町における介護施設、グループ

ホーム、在宅での看取りの現状と課題。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の多死社

会における看取りの現状と課題についての

一般質問にお答えいたします。 

 １点目の足寄町におけるここ５年間の死

者数とその死因・場所についての御質問で

すが、厚生労働省の人口動態統計によりま

すと、平成２８年から令和２年の５年間の

死亡数は５１２人で、主な死因は疾病が３

５０人、老衰が３２人、不慮の事故が１５

人、死亡の場所につきましては、病院が３

８９人、介護老人保健施設等５６人、特別

養護老人ホーム１４人、自宅３９人などと

なっております。なお、本統計における自

宅の集計には、自宅のほかグループホー

ム、サービス付高齢者向け住宅が含まれて

おります。 

 ２点目の足寄町の死者数の今後の推計に

ついてですが、国立社会保障・人口問題研

究所が平成３０年に行った足寄町の人口推

計値を基に、厚生労働省が令和４年３月に

公表した第２３回生命表による死亡率を用

いて算定しましたところ、令和７年度では

１１９人、令和１２年には１１８人、令和

１７年には１１６人、令和２２年には１１

５人、令和２７年には１０３人となり、令

和３年の死亡数１２８人からほぼ横ばいと

なる推計となりました。 

 次に３点目の、本町における介護施設、

グループホーム、在宅での看取りの現状と

課題についてお答えします。 

 看取りとは、本人の気持ちや意思を十分

に尊重した医療や介護を提供するととも

に、住み慣れた自宅や介護施設等、本人が

望む場所において人生の最期を迎えるまで

の過程を見守ることと言われています。 

 本町における看取りの現状については、

特別養護老人ホームで看取りを行っている

ほか、町内の老人保健施設やグループホー

ムにおきましても看取りを行っておりま

す。 

 また、在宅におきましても、訪問診療や

訪問看護、介護サービスを利用して、でき

る限り自宅で過ごされる方もいます。 

 特別養護老人ホームにおける看取りにつ

きましては、令和元年から看取り介護に取

り組み、令和２年に「看取り介護に関する

指針」を整備して、職員研修を行うととも

に足寄町国民健康保険病院と連携し、夜

間・休日における連絡体制を整えて、正式

に看取り介護を開始しました。実績として

は、令和元年度６人、２年度７人、３年度

は６人の入所者の看取りを行っておりま

す。 

 なお、介護老人保健施設やグループホー

ム、自宅で看取りにより亡くなっている方

の人数等については把握しておりません。 

 次に、看取りの課題についてですが、特

別養護老人ホームにおいては、施設での看

取りはまだ広く認知されていないため、最

期は病院を希望する家族が少なくないこと

から、施設での看取りに関する情報提供が
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必要であるほか、看取りに対する職員の不

安解消のため、職員研修やカンファレンス

を行い、多職種全体でフォローする体制を

強化する必要があります。また、グループ

ホームにおいては、利用者や家族が看取り

を希望した場合に対応するための体制づく

り、在宅においては、自宅で最期を迎える

ことへの本人や家族の不安軽減のための適

切な情報提供を行っていく必要があると考

えております。 

 高齢化が進み、多死社会を迎えるに当

たって、いつまでも足寄町に住み続けるこ

とができるよう、今後も必要な対応を進め

てまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りますようお願いを申し上げ、進藤

議員の一般質問に対する答弁とさせていた

だきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ３番。 

○３番（進藤晴子君） では、再質問をさ

せていただきます。 

 答弁書にありますところで、１番に関し

てです。足寄町のここ５年間の死者数とそ

の死因・場所についての答弁の中で、５年

間の死亡者数は５１２人ということで、１

年だと１００人程度というのは統計のほう

でデータがありましたので、大体そのくら

いだろうなというふうには感じておりまし

た。 

 その中で、老衰が３２人、この中で自宅

で死亡された方の中には、この３９人の中

にはグループホームやサ高住のほうで亡く

なられた方がおいでになるということは、

足寄町にはサ高住はないわけでして、どこ

か違うところで亡くなられて、ここに住民

票を置いてある方をカウントしているとい

うことで認識してよろしいでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） こちらに出て

くる数値につきましては、足寄町に住民票

を置いている方の集計となっておりますの

で、もしサ高住で亡くなる方がいたとした

ら、足寄町に住民票をおいて町外の施設を

利用されている方ということになります。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 できれば、私が知りたかったのは、この

自宅で亡くなられる方、統計学的には東京

都であるとかほかのところでも、自宅で亡

くなる方の中には訪問診療と看取りを行っ

たそういう方と、あと亡くなられてから運

ばれた方、その両者が集まっての自宅死と

いうことになっているというふうに書いて

ありましたので、いろいろな方がいらっ

しゃったのだろうなと思いますが、この中

で自宅で警察が介入して亡くなられて運ば

れた方という数は大体分かりますか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） こちらにつき

ましては、どのような状況で亡くなってい

るかという報告までは頂いておりませんの

で、把握しておりません。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） ちょっと横道にそ

れるかもしれないのですけれども、今回看

取りのことについて調べたときに、役場の

中には死亡診断書は置いていないというこ

とはもちろん知っておりました、法務省に

行ってしまうという。亡くなられた方の

データというのは、取っておかないものな

のでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩を

いたします。 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時２１分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 住民課長、答弁。 

○住民課長（金澤真澄君） 戸籍制度にお

けます届け書については翌月法務局にお送
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りするのですが、人口動態の資料としては

３年保存になってますので、３年間の死亡

とかの人数については確認できると思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） ありがとうござい

ます。 

 結局、検案書、死亡診断書に書かれてあ

るデータは役場には３年間置いてあるとい

うことですよね。ありがとうございます。 

 もっと詳しく私が質問書のほうで出して

いたら、そこの値が出てきたのかなという

ふうに反省しております。 

 なぜここを聞いたかといいますと、要は

今回看取り、どうしてもネットとかで検索

しますと、都会のことしかちょっと出てこ

なくて、こういう地域はどうなのだろうと

いうところはちょっと定かではないのです

が、都会のデータを基にすると、東京都で

幅広く年間何百人も診てらっしゃる訪問診

療をされている先生の資料を見てみます

と、自分たちが看取りをしている患者数

と、そして自宅死、看取りをした人と亡く

なってから運ばれた人、その合わせたとこ

ろから差し引くと、多分推測だけれども、

東京都の場合は半分は亡くなってから運ば

れている、それが看取り難民というふうに

その先生はおっしゃっているのですけれど

も、そういう病院やそういう行政につなげ

られなかった人たち、自分で手を挙げられ

なかった人たち、そういう人が亡くなって

いる、そういう人が看取り難民というのだ

とその先生はおっしゃっているのです。 

 足寄町で全体で３９人、グループホーム

やサ高住のほうで亡くなられている方も含

めますとやはり人数的にはもちろん少ない

というのは分かっておりました。実際自分

が仕事をしていながら、主人もちょっとそ

ういう警察のほうのお仕事もしております

ので、検案に行く場合もございます。そう

いう方たちがいらっしゃるということは身

にしみて分かっておりましたので、その看

取り難民をどうしたらいいか。孤独死を

やっぱりどうしたらいいのか、そういう人

たちを拾い上げるためにはどうしたらいい

のかなというところで、今、質問はさせて

いただきました。 

 そういう人を増えることは危惧されます

ので、何とかその人たちを、そういう人た

ちがいないようにするためには、町として

どういう対処をしているのかなと思いまし

て、孤独死を防ぐ対策、いろいろやってい

らっしゃるかと思いますが、今やってい

らっしゃること、今後やっていかなくては

いけないこと、そして、第６次総合計画の

中に緊急の通報システムというのをリース

で借りていらっしゃって、町民の方に渡し

ていらっしゃるということを聞いておりま

すので、その辺が人数は分かるのですけれ

ども、実際それを使って、緊急通報システ

ムを使ってアラートを出してきた患者さん

というか、町民がいらっしゃるのかどう

か、もし人数が分かったら教えてくださ

い。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの緊

急通報システムの関係の御質問なのですけ

れども、緊急通報システムは今現在は大体

９５人ぐらいの方の御自宅のほうに設置を

させていただいております。 

 この中で、今まで体調が悪くて通報され

た方の数字なのですけれども、令和３年度

におきましては、体調悪くてという方が１

０件ございました。そのうちで、救急車で

搬送された方が７件というふうになってお

ります。また、令和２年度においても、１

４件の通報があって、そのうち７件が救急

車で搬送をされております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 緊急通報システム

は９５人持っていて、１０件前後ぐらいの

そういう使われているということで、やは

り役に立っているのだろうなと思います。 
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 ただ、足寄町の計画の中に人感センサー

がついてないということは書いてあるので

すけれども、すみません、実際私これ見た

ことがないので何とも言えないのですが、

本当に意識がもうろうとしたときにはこれ

は使えないものなのでしょうか。 

 あと、人感センサーがついている通報シ

ステムというのはどういうものなのでしょ

うか。よく分からないので、ちょっとそこ

だけ確認させてください。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 緊急通報シス

テムの利用者数なのですけれども、先ほど

９５件と申し上げたのですけれども、令和

３年度末で８７件でございました。 

 今、御質問のありました人感センサーの

関係なのですけれども、例えば玄関に置い

て、一日出入りがなかった場合に通報が来

るとか、居間でもいいのですけれども、ど

ちらかに置いて、一日動きがなかった場合

に何らかの報告が来るというようなものと

なっていると思います。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 そういうものもやっぱり少し必要なのか

もしれないですね。そういうふうに感じま

した。ありがとうございます。 

 先ほどもう一つ質問していました。この

緊急通報システムも孤立死を防ぐためとい

うか、そういう中の一つの対策だというふ

うに思うのですが、そのほかに何かありま

すでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君）  毎日何かを

やっているわけではございませんけれど

も、例えば高齢者宅を訪問して体調が、全

員ではないのですけれども、福祉課のほう

で７５歳以上の方の高齢者宅を何年かに一

回か、年に一回か、何年かに一回になるか

と思いますけれども、訪問をして体調がど

うなのかというようなことを聞き取らせて

いただいたり、あとは例えば身寄りの方

が、御家族とかそういう方が御近所にい

らっしゃるとか、近くにいらっしゃるのか

とか、そういうようなことを確認しなが

ら、本当に、何というのでしょうか、周り

に誰か支援していただける方がいないのか

というようなことも確認をしております。 

 そのほか、例えば安心電話で週にボラン

ティアさんが電話をかけてお話をして、安

否を確認をするとか、配食サービスをし

て、それも週に一回配食をして、食事を提

供するとともに安否確認をするというよう

なこともさせていただいております。 

 そのほか、協定とかがございまして、例

えば郵便局さんとか新聞屋さんとか、そう

いう方からも何か異変があった場合には御

連絡を頂くというようなことも協力を頂い

ているところです。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君）  分かりました。

様々な見守りを、いろいろな多方面から見

守っていくという点で御苦労されているこ

とがよく分かりました。 

 足寄町のような人口ではないのですが、

東京都板橋区に高島平という場所がござい

ます。私、５年ぐらい住んでいたところな

のですが、そこに巨大な団地がございまし

て、５０年前にできた団地で、その頃は東

洋一とか、そういうような名前がついた大

きな団地なのですけれども、５０年前なの

で、私が住んでいたときも出入りしている

人たちを見ると高齢者が多いなと、これか

らどうするのだろうなというふうに思って

いたところがございます。 

 １万何百戸というものが造られて分譲と

賃貸に分けて、その分譲のほうはこれから

建て直すというような形になったらしいの

ですが、どうしてもそういう人たちはお金

のない、そういう老人などは病院に通って

いればそういう孤立死が起きないように拾

い上げることもできるのですけれども、そ
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こまで行けない人たち、老老介護、あと認

知症が問題になっておりますが、認知症と

認知症、御夫婦でそういう方になった場合

は外にも出ないでずっと家の中にいると

か、そういう人たちがどうしてもやっぱり

増えてくる。足寄の人口の比ではありませ

んけれども、そういう人たちをではどうし

ようかとなったときに、民生委員さんだけ

では到底これはもうできない、行政だけで

はどうしようもないということで、やはり

自治会が立ち上がって、そういう人たちを

ローラー作戦で定期的に回っているという

ような場所があるというふうに聞いており

ます。 

 足寄町でそこまでいかなくても、そうい

う人たち、今その人の環境であるとか、お

身内がいるとかいないとか、誰と暮らして

いる、暮らしていても息子さんはほとんど

仕事に行ってうちにいないとか、そういう

ような詳しい内容を把握しているのはやは

り民生委員さんではないかなというふう

に、福祉課も頑張っておられますが、民生

委員さんのお仕事をちょっと聞きたいと思

います。どのくらいの民生委員さんがい

らっしゃって、しっかりした数でなくても

いいのですけれども、どのくらいの間隔で

地域住民の見守りというか、おうち訪問を

されていらっしゃるのか、その報告とかど

ういうふうにされているのか、民生委員さ

んのお仕事の内容を少し教えてください。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） まず民生委員

の人数なのですけれども３０人を超すぐら

い、３２人ぐらいだったと思います。 

 お仕事なのですけれども、まず定期的に

年に一回要援護者世帯といいまして、支援

の必要な高齢者、障害者、あとひとり親の

家庭ですとか、そういう方たちの名簿を取

りまとめております。その際には、今コロ

ナでなかなか訪問とかもできませんけれど

も、訪問させていただいて状況を確認させ

ていただいていると思います。そのほか、

生活困窮の方とかそういう方がいた場合に

資金の提供に関して相談に乗ったりとか、

日々の何か困り事とかありましたら民生委

員さんを通じて役場のほうに報告いただく

ということになっております。 

 御自宅等を各町民の方のおうちを訪問す

るというのは、何か月に一回訪問するとか

そういうようなきまりは特にございません

けれども、例えば給付金があったときにま

だ申請がされていないようなお宅を訪問し

て声かけをいただいたり、何か周りで困り

事とかの話を聞いた場合に対応するとか、

いろいろな臨機応変な対応をしていただい

ております。 

 また、その活動に関しましては、活動報

告書というのがございまして、そちらに記

入をして提出をいただくということになっ

ております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 民生委員さんは大

体自治会ごとではないでしょうけれども、

その地域を民生委員さんとなっていると思

うのですけれども、名簿をつくられて年に

一回集まるというのは、そういう情報を民

生委員に渡すということですか。民生委員

さんからもらうのではなくて、民生委員さ

んに渡すというふうに捉えてよろしいです

か。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） すみません、

ちょっと説明が悪くて申し訳ありません。 

 年に一回民生委員さんが御自分の地区

の、担当地区の方の支援の必要な方の名簿

をつくって町のほうに提出をしていただい

ております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 そこで情報を町は受け取るというふうに

捉えてよろしいですね。 

 あと、民生委員さんもなかなかなり手も
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いなくて大変だという話も伺っております

が、結局訪問ができないというのは、コロ

ナもありましたけれども、訪問はしなくて

も大丈夫ということなわけですよね。そう

すると、その民生委員さんによったり、あ

とはその自治会の雰囲気であったり、例え

ば高齢者でいつも集まっている女性の方た

ちがいっぱいいらっしゃるところとか、自

治会によって様々だと思うのですけれど

も、常に顔を合わせるということは別に必

要としていないと言い方おかしいけれど

も、要望はしていないということなのです

ね、民生委員さんに。となると、違ったら

すみません、言ってください。そうなる

と、あまり孤立死ということからすると、

そのほかにもいろいろな仕事されていると

思うのですけれども、孤立死の人を何とか

救い上げるという意味では、なかなか民生

委員さんの仕事だけでは大変なのかなと思

うのですけれども、どうでしょう。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 民生委員さん

におきましては、お仕事をされている方も

いらっしゃいますし、全てにおいていろい

ろな会合に顔を出していただくとか、そう

いうことまではお願いしてはおりません。 

 また、地域でどのような方がいらっしゃ

るかというのは把握をされていますので、

最近姿を見かけない方だとか、ちょっと本

当に新聞がたまっているだとか、そういう

ような情報も周りの方が民生委員さんに伝

えて役場に伝えてくると、情報を頂くとい

うこともありますので、民生委員さんがそ

の地区で困り事を、何かあったら民生委員

さんが対応していただけるということを地

域の方が知っていただいて、情報をそこに

寄せていただくだけでも、日々顔を合わせ

てなくても十分な支援に、十分といいます

か、支援にはつながるのかなというふうに

考えます。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 足寄のこの人数なので、ある程度顔は

知っていらっしゃる民生委員さんが、

ちょっと顔見ないなというところに気づ

く、あとは民生委員さんを頼ってみんなが

そういう相談事を持ちかけていく、それで

ある程度の対応が取れているというふうに

認識いたしました。 

 ただ、その中には数は少ないかもしれな

いですけれども、通告書の中でも家族の在

り方が足寄町でも変わってきているのでは

ないかというふうに私は捉えております。

なぜかといいますと、亡くなってから救急

搬送をされた人の、数年前ですか、西町の

方がおりましたが、一緒に、もともとうち

の病院に通っていらっしゃった方でしばら

く来ないなと思っていたところ、でも息子

さんと一緒に暮らしているのである程度安

心しておりました。まちの中の人も、いつ

もお米を買いにくるのに来ないのだけれど

もどうなっているのかなという、商工会の

方もいらっしゃいました。みんなやっぱり

気にかけているのですね。すごくいいこと

だなというふうに感じたのですけれども、

それが当たってしまいまして、結局息子さ

んと一緒に２階屋に暮らしていたのですけ

れども、昔なら朝御飯を一緒に食べる、夕

飯も食べるときに帰ってこなければ心配す

る、そういうような家族背景があったと思

うのですが、最近は息子さんが帰ってこな

くても大して心配しない、親も。子供のほ

うも何か朝から、二、三日顔見ないけれど

も別に心配しないと。なぜなら自分との時

間の使い方、一日の過ごし方が違うから、

親子で、二人で暮らしていても。それも

オーケーなのですよね。悪いとは私も思わ

ないです。ただ、何かあったときに、救急

車を呼んだりとかするときに遅くなってし

まう、そういうのが今の現代社会の、それ

は足寄にもあり得るのかなというふうに最

近思うのです。 

 あとは、町なかだけではなく、市街地だ



― 10 ― 

けではなく、三方向の農家さんでもそうで

す。大体二世帯住宅で暮らされている方が

いて、いつもどうしているのという話をそ

のお母さんに聞くと、息子さんはと、い

や、もう１週間も２週間も顔も見てない

と、隣に住んでいてもやっぱりそういう方

もいらっしゃるし、それは人それぞれの生

き方なのですよね。そういうところにやっ

ぱり孤立死が隠れているのではないかとい

うふうに私は思うわけです。何とかそうい

う人たちを救い上げるために、今やってい

らっしゃること以外に何かないのかなと私

は探してみたのですが、なかなかなくて、

いい案というのは何かないでしょうか。ひ

とつお伺いします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） もちろん何かいい

案があれば、そういう方法というのを取ら

れるのかなというように思っておりますけ

れども、なかなかいい方法というのは即戦

力になるようなというか、そういうものと

いうのはなかなかないのかなというように

思っています。 

 やはり地域の中でつながりをやっぱり

持っていくということが一番大事なことな

のかなというように思います。今、少子高

齢化と、それから核家族化だとかいうのが

進んでいるというのはもうずっと前から言

われていることでありますけれども、そう

いう中でやはりだんだんだんだん家族が小

さくなっていくというか、子供さんたち、

昔でいけば親と子供さんたちと、それから

子供さんたちが大きくなってお孫さんがで

きても一家で住んでいるというような、そ

ういう家庭というのはいっぱいあったわけ

でありますけれども、そういうのがだんだ

んなくなってきて、子供たちはどんどん外

に出ていく。そうすると、それぞれの家族

構成というか、その中で生活するというこ

とがだんだん増えてきているというような

状況だというように思いますし、足寄町の

中でも、子供たちがみんなやっぱり就職だ

とかそういうことで外に出ていって、夫婦

だけが残る。夫婦もだんだん高齢化して

いって片方の方が亡くなったりとかして一

人だけの世帯、単独の世帯になるだとかと

いうのが日々進んでいるのかなというよう

に思っていますし、足寄町においてもやは

り夫婦世帯だとか、それから高齢者の一人

暮らしの方だとかというのは増えてきてい

るのだというように思っています。 

 そういう中で、どう孤独死を防ぐのかと

いうかということになると、いろいろな通

報装置みたいなのもありますけれども、急

に具合悪くなったときに、ではすぐにその

通報ができるか、その人が本人一人しかい

ないわけですから、具合悪くなった本人が

通報できるかというとなかなか、できる場

合もありますけれどもできない場合もある

ということなのだろうというように思って

います。ですから、なかなかそこら辺で急

に具合悪くなったときにというのはなかな

か難しい部分があるかなと思っています。 

 あと、ふだんからの日頃からの隣近所の

お付き合いだとか、それから友達との付き

合いだとか、そういったものを常にやると

いうことがやっぱり一番孤独死というか、

そういったものを防ぐことにつながってい

くのかなというように思っています。 

 そういうことを本人が望めばできるので

すけれども、そういう方でない方もいらっ

しゃるというところもあって、なかなかそ

こら辺は難しいのかなというように思って

います。そういう方たちについては、やは

り定期的に誰かが訪問するだとか、そうい

うようなことになるかなと、そういう方法

が必要なのかなというように思っていま

す。 

 それは先ほどからお話あったような民生

委員さんであったり、それからさっき福祉

課長のほうからも話ありましたけれども、

例えばお弁当届けに行ったりだとか、それ

からボランティアの方たちに電話をかけて

いただいたりだとか、そういういろいろな
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形でいろいろな多方面からその人に声をか

けるだとか、安否を確認するだとか、そう

いったことが必要なのかなというように

思っています。 

 それと、老人クラブで友愛訪問といって

老人クラブの人たちがクラブの同じ会員の

人たちのところにたまに訪問して歩くだと

かと、そういう活動もやっているところも

あるというように聞いておりますので、い

ろいろな多方面から、いろいろなところか

ら声をかけていただくということが必要で

はないかというように思います。 

 そういうことが重なって行われること

が、そういう孤独死だとかそういったもの

を少しでも防ぐことになるのかなと思って

おりまして、なかなかこれで防げるだとか

というものはやっぱり今段階ではなかなか

ないのかなと考えているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 町長がまとめてい

ただきましたのは確かにそうだと思いま

す。 

 ただ、町なかに住んでいて、私がもう少

し刺激してもうちょっと頑張ってもらいた

いなというのは自治会かなと。自治会にも

いろいろな高齢者がいっぱいいますので、

若者もおります。自治会がもう少しうまく

動ければ、これは孤独死だけではなくて災

害時の対策、災害時の避難のときの対策と

か、それにもつながるものがあるので、ひ

とつそういうことで新しいところへ目を向

けて、もうちょっと若い人たちに刺激して

いくということが必要なのかなというふう

に感じた次第です。 

 なぜこんなに孤独死、孤独死と言うのか

といいますと、先ほどの答弁書で出ていた

この５年間のあれではちょっと出てきませ

んでしたが、推計のほうにはですね。２０

４０年、高齢者がピークになったときに、

単身者人口のピークもそこに来ると。なぜ

かといいますと、要はもう団塊世代のジュ

ニアですね、今言うならば４７歳から５２

歳の方たち、この人たちが２０４０年のと

きにはやはり同じように、なぜかその人た

ちは結婚してない方が多い。就職氷河期に

遭遇して、なかなかいい就職先がなくて、

やっぱり結婚はしないで子供もつくらない

でおこうという人たちが日本全国の中では

結構いらっしゃるというようなことで、本

当に超ソロ社会に突入する、これは日本全

国ですね、足寄はちょっと少しずれてくる

かもしれませんが。そういう中で、国は医

療費を削減することにより病院のベッド数

を下げようとしている。ちょっとコロナで

頓挫しておりますけれども、そういうふう

に動いています。なので、死ぬ場所がなく

なる、または孤独死も増えてくるという、

そういうことが危惧されるわけです。なの

で、ここでちょっとしつこく今お伺いした

のですけれども、今足寄は大丈夫かもしれ

ませんけれども、結構独身者おりますよ

ね、見ていても。独身者の悪いわけではな

いのです、その人の生き方なので。です

が、あまりにも人数が増えてくると、そう

いう対応が困難になってくるときも来るか

もしれないというように予測して、この質

問をさせていただきました。 

 ぜひ、自治会を少し改革ではないですけ

れども、刺激していただいて、何とかそう

いうところに力を貸していただけるような

足寄町にしていただきたいなと思います。 

 では、２番目のほうに移ります。 

 今、ちょっと推計のこともちらっとお話

ししましたが、答弁書の中で、すみませ

ん、しばらくは横ばいになる、死亡者数

は、推計はというのは何となく分かってお

りましたが、すみません、欲しかったのは

２０４０年の実際の死亡者数なのですよ

ね。そのときに、どのぐらいになるのかと

いうのはちょっともし今お分かりになりま

したら教えていただいてよろしいでしょう

か。 
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○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ２０４０年は

１１５人というふうに推計をしておりま

す。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） １１５人というこ

とは、死者数は足寄はもう上がっていかな

いということというふうに捉えてよろしい

ですか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 死者数なので

すけれども、足寄町におきましては、今高

齢者人口が減少を始めている状態になって

おります。そのため、死者数につきまして

も、横ばいから、将来は高齢者の人口減少

とともに減少していくというふうに捉えて

いるところです。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ちょっと私の予測と全然ずれてまして、

要は私たちは死ぬベッドがあるのかどう

か、今後先。死ぬときになって死ぬところ

がないというのは大変困ることで、それな

らば今対策を取らないと大変なことになる

と思って、今回この質問をしたわけです

が、足寄においては大丈夫ということでよ

ろしいですね。分かりました。 

 では、ひとつ中で、足寄はベッド数は大

丈夫かもしれませんけれども、質の面では

どうなのだろうか。死の質ということを通

告書に私書きましたけれども、そちらの

ハードは大丈夫でも私たちの望む死は迎え

られるのかどうかというところに移ってい

きたいと思いますが、その前に一つだけ

ちょっと国のやり方で私にはよく分からな

いことがあるので、もし分かったら教えて

ください。病院の今８割、病院で亡くなる

人は死者数の８割、足寄も先ほどの答弁書

で８割ということで同じだなというふうに

思ったのですが、その人たちの２割を介護

のほうに回していく、在宅、介護施設に回

していくというのは国の方針なのですが、

本当にお金は医療のほうがそんなに高くつ

くのか、介護に回さなくてはいけないほど

医療費というのは大変なのか、介護は安い

のか。すみません、そこだけちょっとお伺

いしたいのですけれどもよろしいでしょう

か。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

本当に介護に移行して在宅のほうが安いの

かという御質問だと思うのですが、高齢者

を前提に御説明をさせていただきますと、

御本人の負担額、これについては収入とか

自己負担の割合によって個々人で違いがあ

ると思われますが、病院に入院した場合に

まず診療報酬上の医療費として一日当たり

の入院基本料、これが毎日かかってきま

す。さらに点滴だとか薬剤投与だとか、検

査だとか、そういった治療費がかかってく

るということになります。自己負担分につ

いては、高額医療制度というのがあるので

差額ベッド代だとか食事代、おむつ代、こ

ういったものは保険適用外という、制度の

適用外ということになるのですが、これら

を合わせますと結構な金額になるというこ

とで、大体うちの病院に入院している患者

さん一月大体三十数万円ぐらいの全体の費

用かかってくるということになります。 

 在宅に移行した場合どうなのかというこ

となのですが、医療費の部分でいいます

と、例えば訪問診療だと今現在月２回から

４回ということで、そこは医療行為という

ことで発生してきます。治療内容も限定さ

れるということで、必然的に医療費として

の費用は安くなるというのが一つ、さらに

は自己負担分についても、訪問診療は外来

扱いということになりますので、制度上の

自己負担額の限度額も入院よりは安くなる

ということになります。 

 訪問診療の対象者というのは、介護認定

を受けているという方がほとんどでないか

なと思われますが、その場合、介護サービ

ス医療としてかかってくるという部分が介



― 13 ― 

護報酬に関係してくるのですが、この介護

保険上の負担分が加わってくるということ

になります。医療費の分と介護分のサービ

ス分が合算されてくると。そうなった場合

でも、やっぱり在宅医療にかかる費用につ

いては、病気の種類だとか、がんの患者さ

んだとかいろいろな病気の種類だとか、介

護度、介護のほうでいうと介護度などに

よって、個々のケースによってちょっと

違ってくるのですけれども、一般的には

トータルでいくと、やっぱり入院に比べる

と費用は安くなるというふうに言われてい

るというところでございます。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） ありがとうござい

ます。むちゃな振りをしてすみませんでし

た。 

 やっぱり病院に入っていて何もしなけれ

ばいいのではないかと、私は患者さんや御

家族の方が希望を聞いて、何もしなくても

いいんじゃないと思うことは多々今まで

あったのですけれども、でもやっぱり病院

に入っている以上は部屋代もかかるし、入

院費もかかる、いろいろなものが入ってく

るので、やはり介護のほうが安くなるとい

うふうに受け止めました。ありがとうござ

います。 

 そして、人数的に死亡者数がそれほど増

えないのでベッドは大丈夫。ただし、いろ

いろな方がおります。今、終活ということ

で、もうこれは随分前からですけれども、

自分の死はどういうふうにしようかと自分

で計画を立てていらっしゃる方もいます。

もちろん当然御病気でお亡くなりになる方

は別にして、この自然死、老衰の方たちに

してみれば、やっぱりある程度自分で計画

を立てられる方たちもいらっしゃると思い

ます。その死の質をもっと自分のその人に

合った死に方をするという点でちょっとお

聞きしたいと思います。取りあえず、数、

場所は確保でオーケー、そうですね。 

 その死の質という点では、看取りという

ものが、これも私も１年ぐらい前ですね、

知っていたのが。たまたま国保病院の看護

師さんがなかなか介護施設で看取りを取っ

てくれないのだと、看取りを取るとはどう

いう意味だろうと、そのときに私も初めて

知りまして、今まで人を看取ると、自宅で

看取ったと、そういう看取りは使ってまし

たけれども、そこに死に対して国が言って

みれば価値をつけた。死に価値をつけて

サービスで提供するようにということで国

がしてきたということに、そこで私は初め

て気がついたわけです。 

 いろいろ調べてみたら、今は日本全国で

看取り士という新しい職業が出てきてい

る。専門の方がやはり出てきているみたい

なのですね。そういう人たちがいろいろな

情報を全国に提供し、また介護施設とかに

訪問し、そういう研修をしというふうにど

んどん広がっているというふうに聞いてお

ります。 

 今までは病院で亡くなって、そのときの

対応してくださる看護師さんやそこの病院

長や看護師長や、その人たちの人生観とか

看護観とか、そういうもので対応されて、

よかったという人もいれば、何あの対応と

いうふうに思われる方もいたのではないか

と思います。そこのところを均一に画一に

サービスができるように、国がやはりそこ

に価値をつけて出してきたのだと私は思っ

て、そのときに正直思ったのは、死ぬとき

までお金なのと最初はそういうふうに思い

ました。でも調べているうちに、やっぱり

看取りを、自然死ですね、老衰期に入った

ときに先生のほうからお話があって、では

何もしないで医療的なことはしないで看取

りをしてもらおうかという話になって、自

然に介護の人たちは枯れるという言葉使い

ますけれども、体が枯れていくのを待つ、

みんなで受け止めてあげる、そういう緩や

かな時間の中で死に、人生を全うするとい

う、それは大変いいことなのかなと。人そ
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れぞれだと思います。なので、そういう看

取りというサービスに今切り替わってきて

いるというところを足寄の人たちは知って

いるのかな、これは足寄だけではありませ

んけれども、私は全然知らなかったのです

けれども、情けないことに。そういうのも

もっともっとどこかにやっぱり答弁書にも

書いてありましたけれども、そういうサー

ビスがあるのだということをみんなに示し

て、もっともっと看取りが増えてきたら

ば、うちの施設ではこういう看取りをして

いるよ、病院は病院なりにやってらっしゃ

ると思います。在宅でもこういうふうにし

ているよというところを手を挙げてもらっ

て、いろいろな情報提供をすることによっ

て、いろいろな多様性に、その人たちの生

き方にやっぱり寄り添えるような死に方が

できてくるのではないかなというのを、改

めて今回勉強させていただいた次第です。 

 ３番目の質問なのですが、どこまで看取

りが足寄町の中で進んでいるか。老人ホー

ムのことは、私も施設長のほうからお伺い

しまして、少しずつ進んでいるということ

で伺っております。 

 そのほかのところに少しずつ聞いてみま

すと、グループホームもやってないという

ような話を私は電話で確認しました。そし

て、老健のほうはちょっと聞いてないです

けれども、訪問看護をやっているステー

ションが本別にあります。そこの方に聞き

ましたら、令和３年度はちょっとしっかり

した値は本別と足寄を含めて１３人という

ふうに、在宅で看取られた方はという話を

していました。在宅で看取るというのも、

もちろん看護師や介護士が介入してやろう

としているところなのですが、一番大変な

のはお医者さんを連れてくること、探し出

すことが非常に困難で、この地域性です。

訪問診療をしている先生でないと、この看

取りのドクターにはなれないそうなので、

それをもともと帯広でかかっていらっ

しゃって本別や足寄に戻ってきたときに、

さあ、ドクターをどうしようというところ

から始まるそうで、なかなか大変だという

話を聞いておりました。あとは足寄の中

の、要は介護職の方ですね、介護職の方が

本当に最近少ないと。この看取りだけでは

なくて、いろいろなサービスもちょっとで

きないでいる状況にあるというふうに聞い

ております。足寄の中での介護職の今の問

題、人数、介護職さんを増やすために町が

やっていらっしゃること、いろいろあると

思いますが、その辺をちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江） 介護士を増やす

ための対応ということでよろしいでしょう

か。 

 以前からやっております、介護に関する

職員の方が足寄町に就職していただいた場

合には補助金を出すというような事業を以

前から行っておりまして、今も継続的に

やっております。また、あと資格を持った

方が来ていただくというよりは育成という

こともありまして、学校に介護士になれる

ような学校に行った方に修学資金を貸すと

いうこともやっております。 

 また、今年度につきましては、足寄高校

生を主に対象にした初任者研修をして、ヘ

ルパーさんの資格を取れるような講習会を

これから開催していくことになっていま

す。 

 また、介護事業所の連絡協議会がありま

して、そちらのほうではチラシを出して、

町内の介護事業所でこのような人材を募集

してますというようなチラシとかを出し

て、介護人材を確保できるように対応して

いるところです。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 御尽力いただいて

いることは私も承知しておりますが、今ま

でやってきたことのそういう対応策の評価

というのはどのようにお考えでしょうか。
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今の介護職の人数が少ないということから

関して、今までやってきたその評価を

ちょっと少し、もし分かったら教えてくだ

さい。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） まず、初任者

研修ですね、高校生とか町民を対象にした

初任者研修なのですけれども、そちらのほ

うを受けていただいた高校生が町内で介護

職としてここ数年就職されておりますの

で、こういう職業もあるというか、こうい

う資格もあるというようなことを知ってい

ただいて、資格を取っていただいて、そし

て町内に就職していただけるというのは一

番いいことなのかなというふうに思ってい

ます。 

 次に、修学資金のほうですけれども、そ

れを貸付けを受けている方、まだ在学中で

すので、今後町内に戻ってきて介護士とし

て町内で働いていただけるといいなという

ふうに期待をしております。 

 次に、就業支援等の補助金の関係なので

すけれども、５年間までは補助金を出して

おりまして、その後も定着している方もい

らっしゃいますし、いろいろな事情により

途中でお辞めになる方もおりますけれど

も、支援をした、補助金を出した方の半数

程度が今も継続して働いていただけている

のかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。 

 それなりにやっぱり効果が出ていると、

やっていらっしゃることの、分かりまし

た。 

 それでもなおかつ足りないというのは、

どこにこれは問題があるというふうに考え

られますか。もし入職されても辞めてしま

う、それぞれの理由がもしある場合は別に

しても、人が足りなくなってくる、どうし

てもその人たちが人数も少ない、就職して

も辞めてしまうというところは、どこに一

番問題があると考えられますか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 例えば家庭の

事情とかはやっぱりそれが一番大きいのか

なというふうに思います。家庭の事情で転

勤なりでここから、足寄町からいなくなる

方もいらっしゃいますし、また町外に家族

がいらっしゃる場合については、そちらの

親御さんのほうに戻るとか、そういうこと

もあるのかなというふうに思います。 

 あと、介護に対するやっぱりイメージと

いうのも少しあるのかなというふうには思

います。やっぱり大変だというようなこと

も、私たちも一生懸命やっていただいて、

大変な仕事を一生懸命やっていただいてい

るなというふうには本当に思うところです

けれども、全体的にどうしてもそのような

ところが取れないのかなというふうには思

います。なので、介護に対するイメージを

払拭するという意味では、今例えば足寄高

校ですとか、足寄中学校ですとか、最近は

本当にコロナの関係でなかなかできてはい

ないかもしれませんけれども、介護施設等

で一日体験といいますか、そういう職業体

験みたいなことをするような場も設けてい

ただいておりまして、町内においては高齢

者の方を支援するというか、触れ合うとい

うようなことを経験して介護というものへ

のイメージというのでしょうかね、そうい

うものを変えていただくようなこともやっ

ていただいているので、非常に今後本当に

介護職になられる方が増えるといいなとい

うふうにちょっと期待しているところでは

あります。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 介護職のイメージ

を変える、本当、でもそれは大切なことで

あると思いますし、高校生や、ほかの地域

では中学生まで下ろしてそういう対応策を

取られている地域があるというふうに伺っ

ております。 
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 私はつらつら考えますと、最初入職して

辞めていく、その辞めていくその５年間の

間に、先ほど補助金が出るというお話あり

ましたけれども、その５年間たつといろい

ろなケアマネとかいろいろなものが取れる

ようになってくる、そうすると収入もアッ

プする、そういうこともあるのかなという

ふうに思います。 

 ただ、モチベーションですね。この間施

設長とお話をしたときに、どうしてそうい

ないのだろうという話になったときに、私

の個人の考えとすれば、やはり介護職とし

て介護士としてのモチベーションを維持で

きないからではないかと私は言ったのです

ね。だから、この看取りというものに加算

がついて、この看取りを経験することに

よって介護士としてのプロとしての自覚が

芽生えて、そしてそれがうまくいった、看

取りを行った後にデスカンファレンスとい

うのを開くそうなのです。終わった後に自

分たち振り返りです。介護士だけではな

く、携わった栄養士もみんな事務職も全部

含めてデスカンファレンスをし、自分の

やった振り返りをする。その中で一人一人

が声かけられた、御本人様であるとか、家

族の方から声かけられたことをみんなが持

ち寄って、やっぱりよかったんだねと、こ

のやり方はいいよねというところを認め合

うことでモチベーションがアップする。私

はこれが大切なのではないかというように

私は訴えたのですけれども、そうだね、そ

うだねと施設長は聞いていたのですけれど

も、実際にそこで働いている人ですね。

「でもね、最後はね、報酬だよ」と言われ

たのですね。すごいぐっさり来たのですけ

れども、介護士さんの報酬、ちまたで安い

というようなイメージがまだあるかと思い

ます。 

 国のほうでは介護職員処遇改善加算と

か、いろいろなものをそこの施設がいろい

ろなものをやっていれば加算、２万円だか

３万円だか上乗せして介護士さんに与えて

給料アップを図っているという、これもあ

るかと思いますけれども、どうしても平均

とか見ていくと、二十歳から二十四、五歳

まで入職して５年ぐらいまでの間の人は基

本給も安い。その人が一人で入職してア

パートを借りて一人で生活していくだけの

収入があるかどうか、金額はいいです、あ

るかどうか、ちょっと教えていただいてよ

ろしいでしょうか、大体足寄の介護士さん

で。 

○議長（吉田敏男君） ただいま質問中で

はありますけれども、ここで暫時休憩をい

たします。 

 １１時２０分まで休憩をいたします。 

午前１１時０８分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 福祉課長、答弁から始めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） 町内の介護職

員の方のお給料の関係の御質問でしたけれ

ども、民間の事業所の詳細なお給料の関係

については把握しておりませんけれども、

ただ社会福祉協議会におきましては、足寄

町の初任給と同様の設定となっているほ

か、手当につきましても期末勤勉手当と

か、そちらも町に準じて支給をしていると

いうふうに聞いております。 

 町の令和４年４月１日現在の高卒の基本

給ですと１５万円程度で、大卒ですと１８

万２,０００円程度というふうに設定をして

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 初任給が高卒で１

５万円、大卒で１８万円ちょっと。これは

介護だけの問題ではないかもしれない、公

務員の問題かもしれませんけれども、なか

なか厳しいと、親元から通わないと食べて

いくのは厳しいと、何とか頑張ってもらい

たいなというふうに思いますが。 
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 要は介護報酬が上がらない限りはどうし

ようもないというふうに思うのですけれど

も、それは国のことなので何とも言えませ

んが、何とか町独自で補助であるとか、そ

ういうことをしているところはないのかな

と思って、短い一般質問に対しての何日間

の間で探しまくったのですが、どうも見つ

かりませんでした。足寄町ではそういうこ

とを考えたことがあるのか、今後もしやれ

るのかどうか、町として介護職さんたちに

補助を出して寄り集めることができるのか

どうか、その辺をちょっとお伺いしたいと

思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今のお話でござい

ますけれども、なかなかやはり町独自で補

助だとかというのは何か難しいかなという

ように思っています。それぞれ民間の方々

の水準というか、賃金水準だとかそういっ

たものもいろいろありますので、なかなか

町からの単純に補助だとかというのは難し

いのかなと思います。 

 やはり根本的な部分でいけばやっぱり介

護保険だというように思っています。介護

保険の報酬がやはりきちんとそれぞれの職

場の賃金、そこで働いている人たちの賃金

に見合ったものになっていかなければ、そ

れは町が例えば補助をしたからといって、

いつまでその制度が続けられるのかだとか

という部分を考えていきますと、やっぱり

根本的な部分、きちんと介護保険の中で介

護人材が不足しているよ、介護人材の給与

水準もやっぱりほかの産業から比べると低

いですよということをやっぱりきちんと確

認しながら上げていくという、そういうこ

とがやっぱり必要なのかなと思っていま

す。 

 全体的にやはり今お話あったように、最

終的にはいろいろな要因がありますけれど

も、その一つの大きな要因の一つというの

はやっぱり賃金水準が低いというところが

やはりなかなか人材が集まらない、それか

ら安定しないというか確保がきちんとでき

ない、安定的に仕事して続けていただけな

いという、そういったところなのだという

ように思いますので、それはやはりきちん

と介護保険の中で解決していただかない

と、一時的に町が補助して何とか人を集め

るだとかということができたにしても、や

はりそれは長続きしていかないだろうとい

うように思っています。 

 これからの高齢者一定のところまで来た

らある程度横ばいになってきて、また少し

下がっていくというような、そういうこと

で高齢者の数も一定程度の予測ができると

ころではありますけれども、やはりまだま

だこれから介護人材の方たちの活躍してい

ただかなければならない部分というのは

いっぱいありますし、一定の人数が確保で

きないとそれこそ介護がきちんとできてい

かないということになりますので、やはり

人材の確保をきちんとやっぱりこれからも

進めていかなければならないなというよう

に思っているところであります。 

 なかなか一律簡単に単純にどうするとい

うのはなかなか難しいですけれども、いろ

いろな形で今までもやってきていますが、

人材の確保を今後も進めていきたいなとい

うように思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 多分そのとおりだ

と思うのですけれども、でも国がやはりそ

れは上げていかなければ根本的な問題には

ならないということはもうもちろん重々承

知なのですが、今大変な状況にあるような

ふうに思うわけです、足寄町の介護。足寄

だけではない、隣町もみんなそうですけれ

ども、本当にサービスが受けられなくてと

いう話はよく聞きます、直接御本人から。

そうか、介護士さん少ないからねという話

で止まってしまうのですけれども、やるせ

ないようなそういうような、医療ではどう

しようもない部分がありますので、何とか
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できないか。報酬を上げられない、補助は

できないというなら、では住宅を提供する

とか、そういう空いているおうちをどうに

か無料で貸し出すとか、そういうような補

助的な補助、そういうようなことというの

はできないでしょうか。それだと、民間の

例えばあづまさんであるとか、ああいう人

たちも対象にして、そういうところを貸し

出して、住むところが足寄は結構高いので

はないかなというふうに思うのですけれど

も、そういうところを貸し出すことによっ

て少し楽になるかなというふうにも思うの

ですが、いかがでしょう。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） いろいろなアイデ

アはあるのかなというように思います。今

お話あったような住宅の支援を何とかでき

ないかだとか、それぞれの人たちに対する

賃金というのはなかなか難しいにしても、

例えば住宅だとかそういったことができな

いかだとかというような、いろいろなアイ

デアはあるのかなというように思っていま

す。 

 なかなか今ここですぐに、ではこういう

ことがやったら介護人材が集まってきます

だとかというのはなかなか言えないところ

でありますけれども、先ほども言いました

ように、介護人材、絶対にこれからもまた

必要ですし、やはり一定の数というか、人

数がいないと介護ができないということで

ありますから、それに向けてはいろいろと

皆さんからも、議員の皆さんからもまたい

ろいろとアイデアなども頂きながら、どう

いう方法がいいのか、検討していきたいと

いうように思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 待ったなしだと思

います。ぜひ皆さんの知恵を絞り合って、

そういう話し合う場も設けていただきたい

なというふうに思って、一つでも先に進ん

でいけるようにというような思いです。 

 これは最後になります。 

 マザーテレサの言葉、今回介護のことを

ずっと探っていくときに、マザーテレサが

「人生の９９％が不幸であっても、たった

残りの１％が幸せだったらば、その人の人

生は幸せなものに変わる」この１％が看取

りとするならば、人生終末期とするなら

ば、私はもっと力を入れていかなくてはい

けないと思うし、足寄町は「いくつになっ

てもひとりになっても安心して暮らせる愛

のまち」、暮らせるというのは死ぬときま

でだと私は思うのですね。死んだ後にお身

内の方が、なかなかいろいろなことあった

けれども父さんいい人生だったねと笑い合

えるような、そういうような最後の終末期

を過ごせたら、やっぱり足寄いいねと。そ

れが足寄町民の幸せなのではないかなとい

うふうに、やっぱり私は思ったわけです。 

 ひとつ気になったというか知りたかった

のが、足寄の第６次総合計画の一番最後の

ところにアンケートがありますね。これ大

変よくできてまして、前もよく見ていたの

ですが、現在の満足度、これから必要なも

のですね、必要度かな、重要度ですね。満

足度と重要度に分けてデータ、アンケート

を取っておりますが、医療はどうしても重

要度は一番トップになります。今回の看取

りの件に関しては、多分皆さん町民はこの

医療の中に入っているのかなというふうに

私は感じるのです。今後、この計画を立て

ていくときに、やっぱり足寄町民の幸せは

死ぬところまでというふうに考えたとき

に、町民がどういう死に対する意識が持っ

ているのか、今。自分の死、いろいろな世

帯も変わってきてますし、多様性と言われ

ている時代にどういうような感覚を持って

いるのかと知ることは大変重要なことでな

いかなと。都会や東京と足寄町でどれだけ

違うとかということもありますし、まずは

それを知ることも、アンケートも必要です

し、そういう話し合う場、みんなが自分の

死に対してフランクに話せるような、身内
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の中でもそうですけれども、町民の中でも

そういう場所ができれば、何となく町民が

どういうふうに思っているのだろうという

のが分かるのではないかと思います。そう

すると、どういう方向に進むべきか、足寄

町は。特養もこれから建て替えます。もし

看取りをどんどん進めていくのであれば、

看取りをできる環境も整えなくてはいけま

せん。いろいろとありますので、普通のお

部屋ではだめだと思うのですね。そういう

いろいろなこと、あと国保病院の、それほ

ど死者は増えないということだったので大

丈夫かなとは思うのですけれども、国保病

院のベッド数、人口に合わせてこれからも

検討していくと、この間言われてましたけ

れども、そういう全体の箱としてのそれも

考えていくには町民の意識というのはどこ

にあるかというのはやっぱり聞いていくべ

きだと、私は今回感じました。なので、Ｑ

ＯＤにいかにして満足して死を迎えるか、

この終末期の質を上げていくためにこれか

らも行政頑張っていただきたいと思います

し、足寄町、私たちが足寄に住んでいてよ

かったなと本当に思えるような足寄町に

なっていただくべく、この看取りが進んで

孤立死が一人でも二人でもいないように、

そういうような町民を巻き込んだそういう

活発な活動を私は望みます。 

 最後に、いろいろお聞きしましたが、町

長から一言お伺いしまして、一般質問を閉

じたいと思います。お願いします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 御質問、看取りと

いうことでの御質問でございました。 

 なかなかまだまだ看取りという言葉自体

が、最近だんだん聞かれてはきていますけ

れども、十分に町民の皆さん方の中に浸透

しているかというとそうではないのかもし

れないなと思っています。 

 やはり足寄で生まれて足寄でずっと長い

こと住んで、やっぱり住み慣れたこの足寄

で亡くなるまで、最期まで足寄で住み続け

たいなという思いの方というのはやっぱり

多いのかなと思います。 

 そういった意味で、今後も町民の皆さん

がどういうことを望むのかというのはやっ

ぱりそれぞれ個人個人でありますので、病

院がいいなという方もいれば、やっぱり自

宅で、亡くなるときは自宅で亡くなりたい

なと思う方もいらっしゃったりだとか、い

ろいろな方たちがいらっしゃいますので、

やはりそういう方たちの声をきちんと聞き

ながら、それぞれの方の望む最期といいま

すか、最期まで足寄で満足してというか、

安心して暮らせる、そういった生活ができ

るように、そういった取組を今後も進めて

いきたいなと考えているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、３番進

藤晴子君の一般質問を終えます。 

 次に、１０番二川 靖君。 

（１０番二川 靖君 登壇） 

○１０番（二川 靖君） 議長のお許しを

得ましたので、一般質問通告書に基づき質

問をしたいと思います。 

 質問事項。 

 中学校の部活動と少年団活動及び生涯ス

ポーツの現状と課題について。 

 ６月６日スポーツ庁有識者会議が、公立

中学校における休日の運動部活動の指導者

を地域のスポーツクラブや民間事業者に委

ねる地域移行を２０２５年度末までに実現

するべきだとする提言を提出しました。 

 この報道を受け、以下の点についてお伺

いをしたい。 

 一つ、中学校の全ての部活動の現状と課

題。 

 二つ、全ての少年団活動の現状と課題。 

 三つ、生涯スポーツの現状と課題。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君）  答弁、藤代教育

長。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育
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委員会から、二川議員の中学校の部活動と

少年団活動及び生涯スポーツの現状と課題

についての一般質問にお答えします。 

 １点目の中学校の全ての部活動の現状と

課題についてですが、現在、足寄中学校で

は、運動部として野球や卓球、陸上競技な

ど７種目、文化部として吹奏楽１種目の計

８種目の部活動を設置しており、６月１日

現在、全校生徒１６２人中１３７人が加入

し、加入率は８５％となります。 

 また、活動時間と休養日については、平

成３１年２月に策定した、足寄町における

部活動の方針において、活動時間は平日は

２時間程度、休業日は３時間程度とし、で

きるだけ短時間に合理的でかつ効率的・効

果的な活動を行うことを定めております。

なお、休養日については、平日 1日、週末１

日とし、土日に大会等で活動した場合は、

他の日を休養日とすることとしておりま

す。 

 課題としては、生徒数減少による部活動

の維持や競技経験のない教職員が指導を担

うことによる指導面の負担などが挙げられ

ます。 

 ２点目の全ての少年団活動の現状と課題

についてですが、スポーツ９団体とジュニ

アブラスバンドの計１０団体が活動してお

り、延べ２０６人が加入しています。 

 指導については、小学校教諭と地元指導

者が担っており、学校と地域が連携しなが

ら円滑に運営されていると認識しておりま

す。 

 課題としては、少子化による加入者の減

少で一部の団体スポーツ活動が難しくなり

つつあること、指導する教師の転出による

指導者の確保などがあります。 

 ３点目の生涯スポーツの現状と課題につ

いてですが、教育委員会では各種スポーツ

イベントや自主サークル活動の支援のほ

か、１７団体、約６００人が加盟する足寄

町体育協会と連携して生涯スポーツを推進

しています。 

 課題としては、働き盛りの世代の参加が

少ないことや、指導者の世代交代が進ま

ず、新たな指導者の確保が難しいことが挙

げられます。 

 このたびの運動部活動の地域移行に関す

る検討会議の提言は、少子化、競技経験の

ない教師が指導せざるを得ない状況、教職

員の勤務時間外における負担等の課題があ

り、持続可能な運動部活動のためには、地

域移行を進めなければならないというもの

です。目標時期は令和５年度から令和７年

度末を目安とされており、今後、道教委等

からの助言、先進地における取組の情報提

供などを参考に、本町でも取り組んでまい

りますので、御理解を賜りますようお願い

申し上げ、二川議員の一般質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今、教育長のほ

うからいろいろお話がありました。それ

で、私も新聞報道を見て、そしてスポーツ

庁のホームページを調べると、５０数ペー

ジにわたる資料が、提言資料が出されてい

るということで、目を通させていただきま

した。それで、今日は手持ちに持ってきて

いるのは５０何ページというよりも提言の

概要というものを持ってきております。 

 中学校の部活動については、今言われる

とおり、８５％の生徒が加入しているとい

うことで、ちょっと心配なのはこれはス

ポーツ庁の長官がいわゆる地域移行を推進

する意向であると。それは今後３年後をめ

どにやっていくと。そういった中で、いわ

ゆる地域にそういった指導者やら、そう

いった会社というのですか、そういうもの

があればそこに移行していきたいというこ

とで、では足寄町は本当にそういったこと

が可能なのかな。国が言っていることが可

能なのかな。そういうことがちょっと心配

があったので、今回一般質問をさせていた



― 21 ― 

だいたということであります。 

 それで、指導者が確保が重要課題になっ

ていると。人材不足だとか、そういったこ

とがあると。先ほども教育長言われたよう

に、少子化が進んでいるということで、な

かなか厳しい現状があるということは、そ

の中に書かれております。もう一方では、

学校単位での運営が困難になってきている

と。多分、中学校の部活ちょっと今押さえ

ていませんけれども、例えば中学校の部活

についても今、他校、ほかに出向いていっ

ている子供たちもいるのではないのかとい

うふうに考えているところで、そういった

ことで、今現状はそういった部活動で他校

というか、他町村に出向いている子たちは

何人いるのか教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） 部活動のいわ

ゆる合同チームという形になろうかと思い

ますけれども、現在は女子バレー部につい

ては足寄町と本別町の合同チームというこ

と、あとサッカー部については足寄町と陸

別町の合同チームと、あと男子バレーボー

ルについても帯広市内の学校との合同チー

ムということで活動しているところです。 

 人数につきましては、女子バレー部につ

いては足寄町が１０人、本別４人、サッ

カー部については足寄１２人、陸別６人、

男子バレーボールについては足寄町４人、

帯広市内の中学校８人ということになって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） ありがとうござ

います。 

 私もちょっと小学校のほうの少年団でバ

レーをやっていたので、バレーの関係は分

かっていたのですけれども、サッカーが陸

別と組んでいるというのは全く認識がなく

て、多分これに伴う先生の移動だとか、生

徒の移動というのは今本当に大変になって

いるのではないのかなというふうに思って

いるのですよね。そういった中で、この指

導者が足寄だけに限定されればいいのです

けれども、今言われるように、足寄の先生

と本別の先生と多分男子バレーでいえば、

どこですか、緑南かどこかと組んでいるの

ですかね。そういったことになれば、往復

送っていって帰ってくるまでの時間という

のは相当大変な思いをされている親御さん

もいるのではないのかと。まさに先生方も

厳しい状況に置かれているのかなというふ

うに思っているのですよね。 

 今、教育長からおっしゃいましたよう

に、平日は２時間程度で休業日は３時間程

度という、そういった効率的にやっている

ということで、休養日については平日１

日、週末１日と、そして他の大会があれば

休養日としているということは分かるので

すけれども、では本当にこのことは子供た

ちの負担だとか、先生たちの負担というの

はどう考えているのかなと。そして、何を

言いたいかといえば、先生も働く上でやっ

ぱり学校のことをこなさなくてはいけな

い。もう一方では、部活動ということで時

間を割かなければいけないということで、

多分生活サイクルも相当大変な思いをして

いるのではないかなというふうに思ってい

るところなのですよね。そこら辺の、ほか

と合同チームということになってますけれ

ども、そこら辺どういったところで押さえ

ているのか、ちょっとお聞かせ願いたいな

と思います。 

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） まず

部活動についてなのですが、御案内のよう

に、私自身も現場にいましたので、小学校

の少年団活動も含めて部活動というのは、

これは文化スポーツ活動で、これ人間が自

然の欲求の営みであり、子供たちの技術や

健康面だけでなくて人間形成に非常に有意

義な活動だなと、そういうふうに私自身は

捉えています。 
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 御案内のように、戦後、この部活動につ

いては学校教育と社会教育のはざまで非常

に揺れてきたと。現在は要するに必修では

ない、教育課程というのですが、必修外の

学校の教育活動だと、約今から２０年ぐら

い前にそうなったのですが、そういうこと

で、子供たちも部活動については任意希望

と、担当する顧問の先生方も任意と、そう

いう状況なのですね。とりわけ中学校の部

活動においては、８０年代に非行が戦後第

３のピークと言われまして、その生徒指導

対策としてそれぞれの学校で、教育行政も

含めて教育委員会も含めて、そういうこと

を含めて、側面から推奨していたと、そう

いう経緯経過があったのですね。そして、

いわゆるそういう生徒指導の非行対策とい

う点では一定の効果があったと、専門家も

含めて学校現場でもそんな捉えをしてきた

のです。 

 そういう中にあって、昨今、マスコミ紙

上でも取り上げられている先生方の働き方

改革ですね。それがどんどんどんどん言わ

れているのですけれども、遅々としてなか

なか実効性を伴って進んでいっていない

と。一方で子供側から見たら、少子化でや

りたい部活動もなかなか存続できない。こ

のやっぱり二面性がクローズアップされ

て、相まって国のほうでもこれは何とか都

道府県教育委員会を通して、市町村教育委

員会、学校現場に働きかけて、ある程度か

せを負って、そして実効性を担保にしよう

というのが今回の、ある程度スポーツ庁が

言い出したあれだと思うのですよね。 

 ただ、何事もそうですけれども、教育行

政の場合、いわゆる、これ大きなテーゼな

のですけれども、教育の機会均等と、それ

から全国津々浦々同一に保障すると、この

大義名分があるものですから、やっぱり東

京のど真ん中でのことと大都会でのこと

と、こういう僻地の足寄町みたいなところ

で、やっぱりおのずからいろいろなことが

対応の仕方に困難性を伴うのですよね。例

えば今回のスポーツ庁が言い出したこれな

どもそうですよね。誰が考えても、方向性

としては非常にいいですよね。目の前にあ

る課題をクリアするという一つの方策とし

ては、方向性としては理解できる。ただ現

実的に、例えば指導者の一つの部分取って

も、確保ができるのかどうか。プラス今の

ように広域で合同チームなどのようにやっ

ている、バレーなどのように緑南中学校と

一緒に、帯広などとやっている、そういう

場合どうするか。なかなかそういうこと、

津々浦々のそういうことまで前提にして話

題に上がっていないのですよね。困るのは

やっぱり当事者である市町村なのですよ

ね。 

 そんなことで、目の前に先生方の働き方

改革何とか実効性のあるように進めなけれ

ばならないということもありますし、子供

の人間形成、人格形成という観点からいっ

ても、部活動の持っている意味が非常に、

これを歴史的に見てもすばらしいものがあ

るので、これを進めていかなければならな

いということについては、これは論をまた

ないのですけれども、足寄町としても、

さっきも言った平成５年からですか、５年

から７年の間につくらなければならないの

でこれはやっていくのですが、なかなか実

効性のあるように、私は持っていくのは難

しいのかなと見ています。とりわけ学校で

の部活動については、学校での教育活動と

それから地域が担う社会教育について、こ

れは上手に相互補完するために、まず組織

的に部活動の意義だとか、あるいは目的、

さらには実際の運営上の具体的内容につい

て、やっぱり共有を図ることが必要でない

かなと思っています。 

 巷間、例えば地域の指導者と学校の先生

の顧問との間で、何というのですかね、子

供たち指導やいろいろなこと、考え方につ

いてそごがあってうまくいかないなどとい

うことも散聞することもありましたです

し、そういうことでまずそこのところ共通
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認識、共通理解を図ることから始まるのか

なと。そして、組織を立ち上げて、そして

そこに人材をあれしていくと。そんな形で

進んで、少しでも子供たちがやりたい部活

動を存続させて、そして先生方の働き方、

勤務時間外が少しでも軽減できるような、

そういう形にしていくように教育委員会と

しても、条件整備だとか知恵を絞っていく

必要があるなと、そんなふうに考えていま

す。ちょっと長くなりました。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今、教育長から

答弁があったように、足寄町では非常に厳

しい現状もあるのかなというふうに思って

いますし、いわゆる平成何年でしたか、２

９年にできた足寄の、３１年２月に作成し

た部活動の方針というのは、多分いろいろ

平成２９年４月１日に出された部活動指導

員の概要を含めて多分検討されてきたもの

なのかなというふうに思っているところな

のですね。 

 それで、こういった中で、私も実は中学

校の部活のやっぱり外部コーチということ

で学校のほうから頼まれて、少しだけやっ

たことがあるのですけれども、やっぱりな

かなか学校の先生、いわゆる顧問の先生だ

とか、一、二名体制でやってますので、い

ろいろ話はするのですけれども、なかなか

連携協力というまでにいかないと。協力は

するのですけれども連携というのはなかな

か難しいということもありました。いずれ

にしても、技術的指導と言ってみても、で

はそこにその一つのスポーツにたけている

のかいえば、私もそんなにたけてはいませ

んので、そういったことで、やっぱり大変

な思いしてやらざるを得ないということも

ありましたし、多分このまま行けば、ス

ポーツ団体との具体的な課題と対応という

ふうに出されてはいるのですけれども、多

分このまま行けば、地域団体がない地方も

あると。自治体が住民と団体を設立をする

取組の財政支援を目指していると。一方で

は、学校の部活より会費が高くなっていく

ということが考えられると。家計負担が増

えることが予想されるというふうに、これ

は新聞報道ですから、ちょっとあれですけ

れども、そういったことも見ればまさにそ

ういうことなのかなというふうに捉えざる

を得ないと思いますし、足寄町において

は、受け皿となる地域団体というのは、こ

れ本当にこれから３年間の中ででき得るの

か、でき得ないのか、ちょっとそこら辺お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 冒頭、二川町

議がおっしゃられたスポーツ庁の資料５０

ページに及ぶもの、多分私の持っている通

知された５０ページのものと多分同じもの

だと思うのですけれども、なかなか６月６

日に通知されて、なかなか読み込んで地域

の実情にまで把握して、どうやっていこう

かという段階までまだ入っていないという

ことは御理解いただきたいと思います。 

 あとは地域の実情という中で、なかなか

足寄町という過疎地の中でどうやっていく

かという部分、この提言の中でも中山間地

域、離島についてはなかなか難しい部分が

あるよということは盛り込まれています。

ただ、だからといって、全く手をつけない

ということにもなりませんので、まだ本当

の計画にもなっていないのですが、今の地

域スポーツ団体という意味では、社会体育

の担当者と連携しながら進めるような内容

になっておりますので、今後生涯学習室の

スポーツ担当と学校教育のほうと連携しな

がら、どういった形でできるか、この中で

も連携協議会も立ち上げるということもう

たわれておりますので、そういった中で、

足寄町としてどういった形ができるかとい

う部分、まず情報共有から進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ここで暫時休憩を

したいと思います。 
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 昼食のため、１時再開といたします。 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 １０番二川議員の再質問を続行します。 

 １０番。 

○１０番（二川 靖君） 先ほどちょっと

中断しましたので、ちょっと違うところか

らお聞きしたいのは、今中学校の部活動で

いわゆる先生以外の指導者というのは何人

ぐらいいるのでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 今現在は、以前はスケートだとかも地域

指導者の方、携わった方いるのですが、今

現在は部活のほうでは部外講師というの

は、あえて言うならば水泳に関しては水泳

少年団のほうで担っていただいてますの

で、部外講師という形かなというふうに認

識しております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 水泳少年団、少

年団は１５歳でしたか、年齢的にいえば。

何歳までですか、ちょっと忘れましたけれ

ども、そういったことで、中学校になって

もスポーツ少年団に加盟できるというシス

テムになっているのかなというふうに思っ

ていますので、そこら辺はそういうこと

で、水泳少年団ということで関わっている

ということで、ほかのところは関わってい

ないということなのでしょうけれども、

ちょっと心配なのは、中学校でいわゆる公

認スポーツ指導者という方がいらっしゃる

というふうに思うのです。いろいろそうい

う、あそこのシステムはいろいろ段階が

あって、上級まで多分スポーツ指導員とい

うのはいるのかなというふうに思ってます

けれども、そういったことでいえば、中学

校の指導者資格、公認スポーツ指導員とい

うのは何名ぐらい実際はいらっしゃいます

かね。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 今現在は公認

スポーツ指導員はいないというふうに認識

しております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） そうですか。多

分先生にはきついのかなというか、意外と

これカリキュラムを組まれてまして、例え

ばＮＨＫの講座を受けて、それから実技の

ほうに行って、かなり時間を要するという

ふうに認識しておりまして、なかなか現職

の学校の先生がこの公認スポーツの指導者

資格というものを取るのはきついのかな

と。意外と学校の先生でも退職してから上

級のほうに行ったりしている先生もいらっ

しゃいますので、そこら辺もやっぱり制度

的に考えれば、たまたま部活に関わるとい

うだけではなくて、そういった公認スポー

ツ指導者の資格を取っていただけるような

ところも考えていただきたいなというふう

に思っています。それはなぜかといえば、

部活の指導員の概要の中で、生徒の発達の

段階に応じた科学的な指導だとか、生徒の

人格を傷つける言動や体罰の禁止などにつ

いて十分理解させるということも含まされ

ていますので、そういった観点からやっぱ

りそういう先生もつくっていったほうがい

いのかなというふうに思いますので、そこ

ら辺ちょっとどう考えるのかお聞かせ願い

たいなというふうに思います。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 今現在の顧問

については、自分で競技経験ある方もい

らっしゃいますし、競技経験ない中で担当

されていると。教職員全員が部活動何らか

の関わりを持っておりますので、そういっ

たばらばらな状況にあります。 

 そしてまた、この間答弁の中でも説明さ

せていただきましたが、やっぱり働き方改
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革というのは大きな課題かなというふうに

認識をしておりまして、その中でこの資格

を取るためになかなか業務以外にもそう

いった受講するだとか、そういった部分は

難しい部分あるのかなとは思うのですけれ

ども、ちょっと中学校の状況を確認させて

いただきたいなと思う形にしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今おっしゃられ

るとおり、働き方改革含めてということで

いえば、またこれが重荷になるのかなとい

う考え方も実は一方であるということもあ

りますけれども、いずれにしてもやっぱり

そういったことでいえば、私は文武両道と

いう立場でいえば、休みを取っていただく

のは当たり前なのですけれども、働き方改

革で、だけれども、一方ではそういったこ

とも含めて考えていってもらえればありが

たいのかなというふうに思っています。 

 ちょっと後で少年団のほうでも触れよう

かなと思ったのですけれども、実は私が小

学校でスポーツ少年団で教えていたとき

は、いわゆるその講習を受けなかったら全

国大会につながる地方の大会にも出れない

ということがあって、実は私今なくなって

おりますけれども、相当昔に町の補助を頂

いて東京まで指導者資格を取りに行ってお

ります。それで、その一次資格を取った後

に実は札幌の北翔大学で二次講習というの

がありまして、そこも受けております。

今、それがなくなって、それは特定のス

ポーツに限られるので、それはそれで一時

的にはいいのですけれども、最終的には先

ほど言った公認スポーツ指導員を取ってな

いといけないという競技が中にあるという

ことで、なかなか経済的にも大変だし、

もっと言えばそこに休んで講習会に出るの

もなかなか大変だというのもありますし、

その中でどうしても平日の活動プラス土日

は必ず大会入ってきますので、かなりやっ

ぱり負担が、個人的にやっていても負担が

あったというふうに思ってますし、まして

やそこに関わっている先生方にも相当私も

負担をかけてきたのかなという、やっぱり

逆に反省しているところもありますので、

そういったことも含めて今後以降やっぱり

そういったことで子供たちの健全育成に努

めては勉強も大事かもしれませんけれど

も、体を使ったり吹奏楽部だとかいろいろ

なことやっていただくということでやっぱ

り人生経験も豊富になるというふうに思っ

てますし、よしんば大学、高校卒業して働

いてからも役に立つ部分というのはかなり

あるのかなというふうに思ってますし、先

ほど昼食のときも高校のボランティア部一

生懸命やっていい子たちだよねという話

も、高校の話ですけれども出てましたの

で、そういったことで、コロナ禍でどれだ

けの活動ができているのかちょっと分かり

ませんけれども、そういった声もありまし

たので、いずれにしてもそういったことで

考えていってほしいなというふうに思って

ますし、まだこれ提言ですから、この間少

なくてもこの３年間の中で、では足寄では

どうしていくのかということが多分求めら

れてくるのかなというふうに思いますの

で、多分お忙しい状況の中であるかと思い

ますけれども、今回は現状と課題だとか、

求められる対応というのが今回概要の中で

各論の中で出ているということで、そう

いった部分については委員会としても頑

張ってやっていただきたいなというふうに

思っております。 

 それと、２つ目のところでいえば少年団

活動、ジュニアブラスバンド含めて１０の

団体が活動していると、２０６人が加入し

ているということでありますけれども、小

学校の先生と地元の指導者が担っていると

いうことで、円滑に運営されていると認識

しているということなのですけれども、い

ずれにしてもちょっとこれ町長にお聞きし

たいのですけれども、特に小学校のスポー
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ツ少年団に関わっている職員というのはど

れくらいいるか押さえているでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君）  人数については

ちょっと申し訳ありませんけれども、きち

んとした人数は把握はしておりません。 

 ですが、考えるというか思いつくところ

でいけば、サッカーですとか、それから陸

上ですとか、水泳ですとか、野球だとか、

いろいろな形で少年団活動に町の職員も参

加しながらそこで指導者という立場で立っ

ている人たちもいらっしゃるということで

ありまして、ちょっと申し訳ないのですけ

れども人数は把握はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） そうですよね、

人数把握をしているかといえば、それは

ちょっと業務外だからなかなかそういった

ことも把握できていないのかなというふう

に思いますけれども、聞くところによると

役場の関係者は１０人ちょっとぐらいいる

ということでありまして、平日は中には１

時間休暇を取って少年団のほうに行ってい

ると。私もそうだったのですけれども、仕

事を持っておりますので、どうしても、そ

こに関わっていく指導者が多人数でやって

いればいいのですけれども、それぞれいな

いときにはどうしても休みを取ってそこに

行くという形もあるというふうに私も認識

しておりますし、何を言いたいかいえば、

年休を取っていくのは全然問題ないのです

けれども、そこでまた先ほどに戻るのです

けれども、多分サッカーだとか結構あれ難

しいのですね。行けば必ず父兄の方、何か

線審をやらされたり、できる人は主審をや

らされたり、その講習会も何年かに一回受

けなければいけない。それも何か制度が

あって、３年なり５年なりの中で講習を受

けなかったらそういうことができないだと

かいうふうに聞いていまして、そこら辺の

ことについてやっぱり私は一生懸命やって

いただいているのですから、そういったこ

とでどうにかそういう関わりのある職員の

皆さんについては、対応は何かできないも

のかなというふうに考えているのですけれ

どもどうでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 少年団関係につい

ては基本的には多分自分の子供さんたちが

そういうスポーツやっていたりとかする、

それに一緒について、少年団活動でもやっ

ぱりどこか違うところで試合があれば、そ

こまで子供たち連れていかなければならな

いだとかというのは大体皆さん親御さんた

ちがやっていただいているという形でやっ

てますし、その中で、人によってはいろい

ろとそういう資格を取って審判だとかそう

いったものに参加をしていただいていると

いうような方たちもいらっしゃるのかなと

いうように思っています。 

 一定程度少年団活動に関わっていくと

いった部分、ボランティア活動的な形で

やっていただいているというのが実態と

なっておりまして、そこで例えば役場の職

員だけ何か特に何か対応するだとか、そう

いうようなことは今のところ考えてはおり

ません。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） それで、何でそ

うやって聞いたのかといえば、先ほど中学

校の部活に関わってくるのですね。今度お

金が発生するような話も書いてあるので

す、中学校の場合は。では、それがお金が

発生するというふうになれば、多分少年団

のほうも子供さんがいなくてもやっている

方がいたり、今度そうした場合もちょっと

想定されるのですよね。例えば、どこだか

の役場でもやっていますように、兼職だめ

だよという中でも、農家の援農なら兼職で

いいよだとかと町村も今できているのです

よね。そういったことで、例えば自分の休

暇を使ってもそういったことでほかの外部
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の団体にお金をかけたり、町内の団体はい

いのです、町内の団体でない団体が足寄に

足を運んで指導者に来る、そして子供たち

の面倒を見てもらえる、それは週１回にな

るのか２回になるのか分かりませんけれど

もね、土日になるのか分かりませんけれど

も、そうやって考えた場合、足寄町内の中

でできるのであれば、逆にお金はかからな

いのかなと、たくさんね。だからそういっ

たことも含めて今後以降検討していく、中

学校の部活動プラス少年団についてもそう

いったことで検討していくということは考

えられないのかなというふうに思ってます

けれども、そこら辺いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 今の質問にあ

る部分に関しては、今後協議会等を立ち上

げするときの大きな議題になろうかと思い

ます。今現在も中学校の部活指導手当とか

若干はあることはあります。今後地域に移

行された場合については、種目によっては

小学校の少年団と中学校の部活が一緒に活

動するような種目もあるかとは思います。

そういったこと含めて、職員の兼職につい

ては私述べる立場にはないのですけれど

も、その中で提言の中では教職員の兼職

も、兼職・兼業によって報酬を支払うこと

も可能ということにされてますので、併せ

て検討させていただきたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 適切なお答えあ

りがとうございます。 

 検討するに当たってはそういったことも

検討していただきたいなというふうに思い

ますし、ただやっぱり先ほど教育長の答弁

にもあったように、子供さんが減ってきて

いるという中で、なかなか部活動や少年団

活動がだんだんだんだん縮小してきている

というのも実態でありますし、今後以降そ

ういう競技だとか、多分ブラスバンドもそ

うなのですけれども、人数の編成があって

なかなか厳しいだとかというのは多分出て

くるのかなというふうに思っているのです

よね。そういった中で、多分他町村の学校

と合同でやるだとか、いろいろなことが考

えられますので、そういったことで検討を

する段階でそういったことも議題に乗せて

いただきたいなというふうに思ってますの

で、よろしくお願いしたいなというふうに

思います。 

 それと、次に移っていきますけれども、

生涯スポーツの現状と課題ということで、

自主サークル活動の支援をしているだと

か、スポーツイベントなどをやっていると

いうことで、今現在１７団体の６００人が

加盟している足寄町体育協会と連携してや

られているということで、ここに書かれて

いるとおり、残念ながら働き盛りの世代の

参加が少ないということやら指導者の世代

交代が進まないということで、いわゆる新

たな指導者の確保が難しいということも言

われておりますけれども、ぜひ何で生涯ス

ポーツという言葉を借りてここに部活の関

係だとか少年団の関係だとかということで

書いたのかといえば、やっぱりこういう人

たちが地域に根差した指導者ということに

なっていただきたいという気持ちもありま

す。 

 それで、ここでちょって書いてないので

すけれども、今回足寄高校の野球部が応援

する会等々ができたということで、すごく

すばらしいことだと思っています。ただ、

野球部ということだけで。池田さんが最後

に新聞に書いてましたけれども、足寄町の

高校のいわゆる間口減やらそういったこと

を防ぎたいということも言われております

ので、いいことなのかなというふうに思っ

てますけれども、そこで全ての生涯スポー

ツという位置づけで、これ少年団も全部中

学校の部活も含めてなのですけれども、指

導者になり得れるような方というのは足寄

町内どのぐらいいるのか、押さえていると
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ころがあればお聞かせ願いたいなというふ

うに思います。 

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 生涯

スポーツという観点なのですけれども、大

事なことはいずれにせよ、その実態をしっ

かり踏まえて、そして活動を保障すること

をど真ん中に置いて、そして身の丈に合っ

たことをやっていく、これしかできないの

かなと。そういうことで、教育委員会に人

材バンク登録してあるのですね。何年か一

回更新しているのですが、その中で例えば

学校でこういう講師のニーズが必要ですよ

と、あるいは生涯スポーツでこういうス

ポーツの指導者が必要ですよという場合

に、いろいろな方から紹介をしていただい

たり、さらには口コミ等々で人材バンクを

つくっているのですが、今ちょっと人数が

何人というわけにいかないのですけれど

も、御案内のように人口減によって、かつ

てのようになかなか豊富に人材バンクに登

録してくれる人材も少なくなってきてい

る。加えて、少子高齢化の波をもろにか

ぶって、なかなか俗に言う指導者の若返り

というのですか、そんなのも図られていな

いというのが現状ですね。 

 とりわけスポーツ庁で今推し進めようと

していることについては、いずれにせよ、

先ほども申しましたように、組織を立ち上

げて、運営等の要領なども定めていかなけ

ればならないと思うので、そのときに一層

そういうのが必要になると思うのですよ

ね、人的資源として。といったことで、今

年度新たに人材バンクも更新をするように

しているのですが、そんなようなことを教

育委員会としても整備しています。 

 質問に対する人数等については、今のと

ころ申し訳ないのですけれども、ちょっと

申し上げられません。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今教育長がおっ

しゃいましたように、人数的なものは聞き

ましたけれども、それはそれでちょっと置

いておいてもらって、人材登録バンクをつ

くっているということで、それぞれ指導者

になり得る方が足寄町内にもかなりの方が

いらっしゃるのかなというふうに感じてま

すので、そうですね、教育委員会を中心と

なって体育協会含めた中で今後以降の足寄

の町内の活動の現状と課題をさらに洗い出

してもらって、よりよい部活動やら少年団

活動、そしていつまでも続けられる生涯ス

ポーツということを目指していっていただ

きたいなというふうに思っておりますし、

いずれにしてもそういったことで、一回こ

れ整理しなかったら分からないこともある

というふうに思ってますので、取りあえず

この３年後を目指しながら、一回整理をし

ながらやっていただきたいなというふうに

思っていますし、最後に今足寄町において

も、私ぐらいの年代でいえば結構足寄も柔

道だとか剣道だとか、いろいろなスポーツ

が盛んだったということで記憶をしており

ます。そういった中で、今小学校のほうで

も小学生の女性の方が今全道記録を塗り替

えたり、いろいろいわゆる高木美帆さんの

十勝記録抜いたり一生懸命頑張っている、

陸上で中距離ですか、頑張っているという

ことも新聞報道等々で見ますので、例えば

そういう子たちが指導者に、今の指導者は

いいのです。だんだんだんだん年が上がっ

ていくにつれて、指導者が不足だとか悪い

とかというのではなくて、求めるものがま

た違ってくることも考えられるので、そう

いった場合、足寄の中学校に行くのでなく

てどこかの中学校に行くとか、またこれ足

寄の高校でなくてほかのところに行くとい

うことも考えられますので、そこら辺も

やっぱりちょっと考えていただきながら進

めていっていただきたいなというふうに

思っておりますので、その辺ちょっと教育

長、考え方があれば。 

○議長（吉田敏男君） 教育長、答弁。 
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○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答

えいたします。お答えいたしますといって

も、答えになるか分からないのですけれど

も。 

 いずれにせよ、文化とりわけスポーツな

どというのはやっぱり本当に町民の元気の

源であるし、ある種社会教育の成熟度のバ

ロメーターの指針だなと私はかねがねそう

思っております。 

 そういう中にあって、少年団活動だと

か、あるいは学校の教育活動である部活動

で子供たちが一生懸命やる、そして中でも

好記録を収めるということについては、こ

れはもう本当に町民に希望と勇気を与えて

くれているのだなと、そう思っています。 

 そういう子供たちが小学校から中学校、

中学校から地元の高校へと順調に地元で成

長していく、そういう受け皿をきちんとあ

ればいいなと私自身も思っています。現実

的には最終的に進路ですから本人の選択決

定ということになるのですが、小中学校だ

けでいうと、やっぱり人材確保できると

なったら先生方最大にいて足中で６年なの

ですよ。足小で５年間なのですよ。やっぱ

り人事異動しかないのですよね。そういう

人事異動を通して何とかそういうふうに精

通した先生を確保するというのがまず一番

先に思い浮かぶことなのですけれども、さ

らにはそれにプラスして先ほどから出てい

る生涯スポーツという観点で、地元にそう

いう子供たちの力量等々に対応できるよう

な指導者がいたら本当にこれはすばらしい

ことだなと思っておりますので、その辺に

向けても教育委員会としてもできる整備だ

とか、  に向けて今後についてはより強

く知恵を絞らなければならないところかな

と、そんなふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） ありがとうござ

います。私もそういったことで、自分の子

供も出してしまったという苦い経験があり

ますので、そんなことでやっぱり考えられ

るあらゆることを考えられることを考えて

もらって、子供たちが生き生き成長できる

ような、これは勉強もそうですし、スポー

ツもそうですし、文化系統も全部そうなの

ですけれども、そういったことで、最後に

は足寄で生まれて足寄で育って、そしてこ

ういったことをやってきてよかったなとい

うところの教育等々を目指していただきた

いということで、この一般質問については

終わらせていただきたいというふうに思っ

ております。ありがとうございます。（議

長「次に移ってください」と呼ぶ） 

 次に移らせていただきたいなと思いま

す。 

 質問事項ですけれども、新型コロナウイ

ルス感染症対策についてということで、

ちょっと前段にこの一般質問の通告書が日

にち的に９日４時で締め切られたというこ

とでありまして、その後、家に帰ったら、

十勝毎日新聞の新聞広告に入っておりまし

た。新型コロナワクチン接種情報第１１号

というのが入ってました。それでちょっと

これダブってしまうところかなりあるのか

なというふうに思ってますし、新聞チラシ

に、広告に道新、勝毎取っておりますの

で、それ両方入ってました。それと今回自

治会の回覧にもこのことが入っていたとい

うことで、ちょっとあれなのですけれど

も、一般質問させていただきたいなという

ふうに思っております。 

 新型コロナウイルス感染症対策及び感染

状況等々、この間、細かく町長の行政報告

を受けております。 

 国ではマスクの着用の緩和・会食人数の

制限解除等々、様々な観点で討論がなされ

ています。 

 以下の点について、足寄町としてどう考

えるのかをお伺いしたい。 

 一つ、足寄町内における飲食を伴う会合

についての人数。 

 二つ、熱中症対策に向けて園児・児童の
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マスク着用について。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 二川議員の新型コ

ロナウイルス感染症対策についての一般質

問にお答えいたします。 

 １点目の足寄町内における飲食を伴う会

合についての人数ですが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染対策として、感染が急速

に拡大している場合などにおいては行動制

限がされていましたが、現段階では、厚生

労働省は、できるだけ少人数で黙食を基本

とすることを呼びかけています。また、北

海道からは特に人数制限に関しての通知は

発出されていないことから、足寄町におい

ても、国・道の通知に基づいた対応を行っ

ております。 

 なお、食事をする際は、短時間で深酒を

せず、大声を出さず、会話のときはマスク

を着用する等、引き続き感染予防を心がけ

ていただくよう、町民向けに広報・周知を

するよう努めていきます。 

 ２点目の熱中症対策に向けた園児・児童

のマスク着用についての御質問ですが、新

型コロナウイルス感染症の基本的な感染対

策としてマスクの着用は極めて重要ではあ

りますが、これから気温・湿度が高くなる

季節になるため、マスクをしていると熱中

症のリスクも高くなることが懸念されま

す。こうしたことを踏まえ、５月２０日付

で厚生労働省から子供のマスク着用につい

ての考え方が示され、２歳未満児はマスク

の着用は推奨しないこと、２歳以上児は他

者との距離にかかわらずマスクの着用を一

律には求めないことが示されました。ま

た、夏場は熱中症防止の観点からマスクが

必要ない場面では、マスクを外すことが推

奨されました。 

 本町の保育所におきましても、この通知

に従い、屋外及び屋内での運動活動では着

用しないこととし、屋内での静かな活動に

ついては、年齢に応じて可能な範囲で着用

することとしています。なお、２歳未満児

及び３歳児は、体調管理等のためマスクは

着用しないこととしております。 

 また、学校における新型コロナウイルス

感染症対策は、文部科学省が示したマニュ

アルに基づいて対応しております。この中

で、マスクの着用については、十分な身体

的距離が確保できる場合、熱中症などの健

康被害が発生するおそれがある場合、及び

体育の授業では原則着用の必要はないとさ

れています。 

 これから本格的な夏を迎え、熱中症等の

リスクが高まることから、再度文部科学省

よりマスク着用に関して改めて指導するよ

う通知があり、既に教育委員会から小中学

校に周知徹底しておりますが、継続して児

童生徒の健康被害の防止に向けた体制の整

備に万全を期してまいります。 

 今後も国や北海道の通知を踏まえ、地域

の感染状況などを考慮しながら、感染防止

に取り組んでまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りますようお願いを申し

上げ、二川議員の一般質問に対する答弁と

させていただきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 １０番。 

○１０番（二川 靖君） １点目なのです

けれども、こういうことで厚労省ですか、

あと道から通知が来ているということで、

承知はしているところではありますけれど

も、今なぜ足寄町内でということを、対策

のことを言っているのかといえば、コロナ

の時期を過ぎてやっとお店が再開できるよ

うになったということがあるのですけれど

も、いろいろな話を聞けばなかなか客足が

戻ってこないという現状はすごい多いとい

うふうに飲食店含めて聞くのですよね。今

までは足寄町も商工業含めてコロナウイル

ス対策としてお金は出していると、そこま

ではよかったのですけれども、それで足り

得ているのかというばそれはちょって疑問
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なのですけれども、足り得ていないという

前提であるのかなというふうに思うのです

けれども、そういったありがたく支援を受

けてきてやっと乗り切って、やっとこれか

らというときに店を開いたらなかなか客足

が戻ってこない。経営が大変だという声が

聞こえるのですよね。そういったことで考

えれば、昔は４人程度と、それが６人程度

ということも言われてまして、今回そう

いったことがないと言いつつもなかなか客

足が戻らないということで、事業者の方相

当悩んでいるというのが今足寄町内におけ

る飲食店の現状なのかなというふうに感じ

ているところです。 

 それで、今後そういった状況も解消され

ないというふうになったときに、またこれ

足寄町から飲食店が減っていくということ

も考えられるのかな、近い将来。そういっ

た考えの下で今回質問させていただいてい

るところで、この間、相当な補正予算を組

んでいろいろ手だてをしてきたのはもう十

二分に承知はしているのですけれども、今

後以降そういった大変なところが拡大して

いくというふうになれば、何か町として手

だてを考えているのか、ちょっとお伺いし

たいというふうに思っています。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） ５月に入って

から多分足寄町の中でコロナが大変拡大し

てきたということがあって、やっぱり感染

した人もそうですけれども、やっぱりそれ

に濃厚接触者の方も含めたり、それに近い

方を含めると、なかなか街に出づらいとい

うことがあったと思うのですね。それで大

変飲食店の方大変ダメージを受けたという

ことを聞いておりましたものですから、当

初の予算で持っておりました緊急支援のほ

うを実施させていただいておりまして、実

は５月１７日から申請を受付しておりまし

て、緊急支援なので１０万円程度なのです

けれども、それを申請を受付しておりまし

て、対象の店舗全部の申請を受付が終わり

まして、今最終的は全部の支払いをしてい

るところでございます。 

 今後なのですけれども、今回の議会の中

で補正予算計上させていただいておりまし

て、商工会が実施するプレミアム付商品券

の発行ですとか、あとは、そういったもの

で各種の消費喚起対策を商工会のほうで順

次対策を打っていくということになろうか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） そうですね。ガ

タポンだとか何だか、ガチャポンですか、

いろいろなことを考えて補正予算で一定程

度の予算は組んでいるというのも承知はし

ています。それは補正予算ですから、私も

賛成をしたということでありますけれど

も、では本当にこれで客足が戻ってくるの

かなというのはやっぱり様子を見なければ

分かりませんけれども、様子を見た段階で

またこれ、それでははなかなか行き着かな

いよと。今、経済課長おっしゃるように、

足寄でコロナ感染者がたくさん出てしまっ

たと。そしてそれに付随する濃厚接触者も

いて、なかなか出づらかったのではないの

かという、それも言い分としては分かりま

す。だけれども、今後以降本当にどんなに

なっていくのかということでいえば、また

分からない世界なのです。それで多分もう

国からの予算なんてたくさん来るわけがな

いと思うのです。そういった中で、やっぱ

り足寄町のそういった業者さんが生き残る

ためには、ではどういった手だてがあるの

かということを今から考えておかないと、

本当に寂しい街になってしまうのかなとい

うふうに思っておりまして、そのことから

今回この一般質問の中でさせていただいて

いるということで、先は見えませんけれど

も、少なくても、いわゆるそういった、何

というのですか、長いスパンにもなるかと

いうふうに思いますけれども、短期、長

期、中期とずっと考えていく中で、どうに
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か支援ができるような体制づくりというの

は考えられないのかなというふうに思って

ますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。 

 先ほど経済課長のほうからもお答えさせ

ていただきましたけれども、現状としては

現状の状況というのは今二川議員からも

おっしゃられたような中身で、４月下旬、

５月の初めぐらいのやはり足寄町内で新型

コロナの感染者が増えたというのは、今ま

でそんなに多く足寄町内ではなかったの

で、それはやっぱり結構衝撃的なという

か、町民の皆さんにとってもやはりこんな

に近いところで感染者が増えたのかとい

う、そういう思いというのがやっぱりある

のだろうというふうに思います。 

 そんなこともあって、やはり今もちろん

感染された方、それから濃厚接触者、それ

から濃厚接触者にはなってないけれども

やっぱり少し今ちょっと控えたほうがいい

かなというような方たちもやっぱりいらっ

しゃるということで、そういう方たちがや

はり今街の中で出るのは少しちょっと控え

ようかというようなところなのかなという

ところであります。 

 そんなことで、商工会、それから金融機

関、それから町と合わせて会議を開きなが

ら、今の現状どうなっているのかと、今ど

ういう支援が必要なのかというようなこと

をお話ししながら、今回の補正予算の中に

乗せていただいたような支援の方法を予算

として、補正予算として出させていただい

たというようなことであります。 

 今後の部分どうなっていくのかといった

部分は、そういう補正予算で組まさせてい

ただいている予算が可決されれば、そうい

う形でいろいろな形で町内の町民の皆さん

にもそこに参加していただけるような、い

ろいろな取組がされてくるのかなというよ

うに思っています。 

 ただ、感染状況がこの後どうなっていく

のかという部分がやっぱり大きなところな

のかなというところもやっぱりありまし

て、ではそれ補正予算で予算見た部分を実

際に実行したけれどもそれほどもしかした

ら人出が出なかったりだとかという、人出

が多くならなかったよだとかということも

あるのかなというように、それはちょっと

先はなかなか読めないというのが現状なの

かなというように思っています。ただ、今

後というか今現状でいけば、全国的にも感

染者減ってきていますし、それから北海道

でも十勝も少し落ち着いてきたなという状

況になっているのかなと思ってますので、

今後においてはそういう感染状況を見なが

ら、先ほど答弁もさせていただきましたよ

うに、少しずつ町民の人たちも街の中に出

ていけるような、そういう形になっていけ

ればなと思っているところであります。 

 いろいろな取組、やっぱりこれからもし

ていかなければならないのかなというよう

に思ってますので、先ほど言ったような、

これまでも何回もずっと会議開いてきて、

いろいろなまちの状況、そういったものを

把握しながら、ではどこに今支援していか

なければならないのかなとか、どういうこ

とを今後やっていったほうがいいのかだと

かといったところは今後も検討を進めてい

かなければならないなと。コロナが本当に

収束、いつ収束するのか分かりませんけれ

ども、収束を迎えるまでそういうことが続

いていくのかなというように思っていま

す。 

 あと、道の駅ですとか、いろいろなとこ

ろで改修などもしながら、町外からのお客

さんたちも少し来ていただけるような、そ

んな取組も今までコロナの感染対策も含め

てやってきています。３町の道の駅で来ら

れた方のアンケートなどを見ましても、足

寄で実際行ったトイレの改修だとか、感染

対策のために行ったトイレの改修だとかそ

ういったものがやはり評価されているのか
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なというように思っておりまして、非常に

書かれている内容など見ますと、トイレき

れいでよかったよだとかというようなこと

などもアンケートの中に載っているのを見

ますと、そういうことなども含めて少しず

つ、外から来られる方たちにも一定の感染

対策も含めた経済対策も含めて、そういっ

たものが少しずつ生きてきているのかなと

いうようにも思っているところでありま

す。 

 いずれにしても、この後どうなっていく

のかというのはなかなか見えないところで

ありまして、その都度その都度の対応とい

うことになるのかもしれませんけれども、

そういうことをひとつやっていかなくては

ならないなというように思ってますし、そ

れからあと将来的に少し長いスパンで見る

というのも必要なのですけれども、それは

観光案内だとか、そういったようなものだ

とか、より町外からのお客さんたちも呼ん

でくる、呼び込めるようなだとか、そうい

うような取組もやはり今後必要になってく

るのかなというように思っていますが、や

はりどこでそういう対策を打つのが一番効

果的なのかということもやっぱりあります

ので、やはり状況を見ながら進めていかな

ければならないのかなというように考えて

いるところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 町長の答弁非常

に分かります。 

 それで残念なのは、まずとっ始めのふき

まつりが中止になったということもありま

すし、商工会女性部で考えていたビアガー

デン、ちょっと何日か何週間かまた延期に

なっているというふうに聞いてますのでな

かなか、中止はしないのだろうというふう

に思ってますけれども、そういったものが

あるのかなというふうに思ってますし、例

えばふるさと盆踊りがどんなになるのか、

やっぱりあそこも人出がすごいということ

もあったり、いろいろありますので、感染

対策上どうなのかなというふうに思います

けれども、札幌の札幌まつりですか、困っ

てますよね。人が多く出過ぎてしまって。

規制を張っているということで、ああいっ

た状況を見たときに足寄町民の方々もみん

なそれぞれこのコロナによって相当ストレ

スを感じている方が多いのかなというふう

に思ってますので、飲食店等々ばかりでは

なくて、町民もそういった苦しいところに

あるのかなというふうに思ってますので、

道はあんな札幌市中心に会食人数もない

と、ただ深酒をしないだとか、短時間で会

食するとかいろいろ出てますけれども、人

数制限はしないということでありますの

で、ぜひともそういったことで、町民みん

なが外に出れる、子供も含めて外に出ても

のが食べれるだとか遊びができる、そう

いった状況を私は近い将来というか、この

夏に向けて出てきてくれたらありがたいな

と。特に子供たちにすれば花火大会やら盆

踊りということで、またそこで若干は発散

できるのかなというふうに思ってますの

で、これ以上コロナが拡大しないというこ

とを願いつつ、考えているということで、

そのたびそのたびいろいろな町の貴重な財

政を使って補正等々も組んでいただいてい

るということもありますし、今後以降もそ

ういったことで何かあればそういった財政

的な支援をお願いしたいなというふうに

思っております。それで、町長の答弁で了

承しましたので。 

 続いて、子供のマスク着用についていろ

いろ町が多分道から頂いたやつと同じなの

かな。多分同じだと思うのです、内容的に

は屋内、屋外と。いろいろ道の資料も見た

り、あと保健所の発出されている文書も

ちょっといろいろ見せてもらったのですけ

れども、これは同じなのですよね。 

 それで、心配なのは、２歳、３歳のマス

クはいいよと、外してもいいよと。だけれ

ども一方で、ちょっと私の知り合いのとこ
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ろで、これは町内ではないのですけれど

も、帯広の近郊の方なのですけれども、子

供はこういうことが保育所から通知があっ

て、保育園から通知あってマスク外してい

いよといったら、いいのと言ってマスクを

外して登園したそうです。そうしたらみん

ながマスクつけていたと。家に帰ってきた

ら、僕だけマスクつけてないんだよねと、

５歳の子供なのですけれども。お母さん、

えっ、もう保育園でいいと言ったのにみん

なつけてたのといえば、みんなつけてるか

ら僕もつけなきゃいけないんでしょうとい

うことを言ったそうです。やっぱりその子

供の話を聞いたら、子供は子供なりになぜ

自分だけがつけてないんだ、おかしいん

じゃないのという捉え方をしたみたいなの

です。逆に言えば、つけてる子からいえば

なぜつけてないのということもあったみた

いなのです。そこら辺やっぱり町長の町長

名で広報、インターネットで流しているや

つでも、差別だとかにつながらないように

とずっと後ろに書いてありますよね。あれ

が本当に小中、保育園児たちがそうはいっ

ても理解できるのかできないのか、ちょっ

とこれ保育園の先生たちも多分大変な思い

しているのかなと、ちょっと分かりません

が、その実態は。そこら辺どうやって押さ

えているでしょうか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） つけている子

供さんとつけていないお子さんといますけ

れども、当町の保育所においては、子ども

センターのほうから保護者の方に何歳児の

お子さんはこのように対応しますというこ

とで通知を差し上げておりまして、ただ例

えば５歳児ですと可能な範囲で着用をする

のですけれども、着用希望されない方と

か、例えば御病気を持っていたりとか、何

らかの事情で着用ができない場合とかもあ

りますので、そういう場合は御相談くださ

いということで、お知らせをさせていただ

いております。 

 今現在、何か混乱があるとか、そういう

ような話は聞いておりませんので、保護者

の方等の協力を頂きながら運営できている

のかなというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 私の聞いた話が

特例なのかな、どうなのかなという気がし

たのです。たまたまやっぱり子供同士です

から、親の知らないところが何々ちゃん、

なんでつけないのとか、そういったことが

多分先生の耳に入らなかったら、子供たち

だけで解決しようとしたらちょっとかわい

そうかなというふうに思っているのです

ね、話を聞いている話では。だから子供は

子供なりに子供たちの中で解決しようと

思って、家に帰ってきてお母さんに話すの

だけれども、何々ちゃんも何々君もつけて

いるので、僕だけつけないわけにいかない

とかと、またこれを言われた親も困るので

すよね、多分ね。あなたはこうだからこう

しなさいと言われてみても、やっぱり小さ

いですから、そうやって横を見てしまうと

いうか周りがそうしているから自分もしな

ければいけないという、やっぱり素直です

から子供は、そうなってしまうのかなとい

うふうに感じたので、たまたま知り合いの

ところの話を出しているのですけれども、

足寄の保育園ではそういうことがないとい

うことで安心はしていますけれども、多分

今後以降町民の皆さんも２メートル以上屋

外であればマスクをつけないだとか、いろ

いろなことがやっぱり出てくるのかなとい

うふうに思っています。 

 結構散歩する方が足寄町内も多いので、

マスクをつけないで歩く方、つけて歩く

方、いろいろいるのですけれども、その点

についてはこうやって出してはいるのです

けれども、では一方で、新聞広告に入れま

した、自治体回覧も出しました。新聞を

取っていない方がいたらどうするのかなと
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か、自治会に入っていない方が本当に知っ

ているのかなとか、いろいろそこら辺も考

えられますので、今後以降どのように、ま

た再度町民に周知徹底を図られるのかなと

いうことをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） マスクの着用

につきましては、今までコロナが発症して

から長い期間が過ぎて、マスクをしましょ

うというか、するというのは皆さんの中に

身についてきている状況なのかなというふ

うには思います。 

 今は逆に緩和がされてきて、マスクをし

なくてもいい状況がありますよということ

で緩和がされてきているかなと思いますの

で、マスクをしている分については特に感

染対策という意味では問題がないのかなと

は思いますが、今後熱中症があるという

か、暑くなるときには、防災行政無線等で

も昨年とかも流しましたけれども、暑いと

きにはマスクを外して、例えば水分を取り

ましょうですとか、休憩を取りましょうで

すとか、そういうような熱中症対策という

ことでの対応といいますか周知もあるかと

思いますので、特に２メートル以上の場合

は、距離がある場合はマスクを外しましょ

うとかではなくて、その時々に応じた熱中

症対策とかそういう意味での周知等を図っ

ていきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） そうですね。昨

年もそういうことで防災無線使っていろい

ろやっておりましたので、ぜひともそう

いった防災無線等を通じながら流してほし

いというふうに思ってますし、町民がお互

い相互理解できるように、あの人は外して

いる、外してないだとか、２メートル以上

ないじゃないかというようなことにならな

いように、どうにかしていきたいという

か、自分自身もそういうことで気をつけて

いきたいなという気持ちを持っているの

で、そういったことで再度防災無線等を通

じて町民への周知徹底を図っていただきた

いなと思います。 

 それで、ちょっと悪いのですけれども、

今回載せていなかったのですけれども、４

回目のワクチン、ちょっといいですかね。

ちょっと聞きたいのです。 

 一緒に感染拡大に向けた町民の皆さんに

お願いということでチラシが出ていて、

ずっとワクチンのことが書いてあって、３

回目追加接種だとか、１回目、２回目、初

回と書いてあって、それで４回目の接種に

ついてはもう７月、８月はモデルナで、３

回目受けた人の日にちはもう接種日決まっ

ているのですよね。これ接種日を逃した場

合どうなるのかなと書いてなかったものだ

から、ちょっと参考までにお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ４回目の接種

の関係なのですけれども、４回目の接種に

つきましては、６０歳以上の方と１８歳か

ら６０歳未満の基礎疾患のある方というこ

とで、６０歳以上の方で３回目を接種され

た方がほぼおおむね対象者のほぼを占める

のかなということで、３回目接種日から４

回目の接種日を５か月経過後ということで

集団接種の日で指定をさせていただこうか

なというふうに考えております。 

 ４回目の接種日を指定させていただくの

で、御都合が悪い場合というのもあるかと

思いますので、接種時間、それと接種日が

指定の日時で都合が悪い場合につきまして

は、通知が届いた後、役場のほうにお電話

を頂きまして、こちらのほうで改めて別の

日時を提案させていただく予定でおりま

す。 

 以上でございます。 

 それと、もし忘れて来れなかった場合と

かというのはあるかなと思いますが、その

場合につきましても、予定している日時と
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かその時刻に来られない方に関しまして

は、全てこちらのほうから連絡を差し上げ

て、忘れられた方、忘れられていても思い

出していただけるように接種していただけ

るように対応しております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 了解しました。 

 中には６０歳以上の方と書かれているの

ですけれども、いろいろありまして、

ちょっと流し読みしてしまったら、これ指

定されたときに受けなかったら受けれない

のかなというような勘違いも起こしてしま

いますし、接種日の３週間前でしたか、通

知を出すと書いてありますので、そういっ

たことで皆さんが４回目受けられるような

体制というのは多分大変かと思いますけれ

ども、集団接種ということで、そんなこと

でよろしくお願いしたいなというふうに思

います。 

 それで、最後になりますけれども、この

新型コロナウイルスというのはなかなか感

染力が高くて、なかなか収まらない。足寄

町内でも相当数の、２００超えたのでした

かね、総計で。それでそういったことで、

あと福祉課長、保健所に対応悪いと言って

ください、足寄町として。というのは、最

後に何を言いたいかといえば、私の職場の

同僚が濃厚接触者になったと。その方が

おっしゃったのは、濃厚接触者だから保健

所から仕事を休めとは言わないので、会社

の社長と相談してくれという話を言われた

ということで、何その話という話になった

のです。ちょっとその対応はいかがなもの

かなと、町民として残念な保健所の対応

だったなというふうに思ってますので、福

祉課長、町長の耳には入れておきたいなと

いうふうに思ってますので、また今後こう

いうようなことがあれば、私のほうも耳に

入れたいなというふうに思ってますので、

だからなぜそういう言い方をするのか、

ちょっと分からなかったのです。保健所も

濃厚接触者だったら仕事を休みなさいと言

いつつも、仕事の都合があるのなら会社と

相談してくださいといって言われました

と、うちの社長と何か話したみたいですけ

れども。そんなこともありましたので、そ

ういったことがやっぱり不信感もあります

ので、そんなことでそういう状況もあった

ということを押さえていただいて、最後に

そういったことがないように、一言答弁を

頂いて一般質問を終わらせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 新型コロナウイル

スの関係でございますけれども、なかなか

収束いつになるのかなかなか見えてこない

という状況であります。ただ今現状落ち着

いてきていますので、これまでの２年間、

いろいろと大変な状況でそれぞれ制約のあ

る生活をしてきていただきましたけれど

も、少しずつそういうことも、今までの経

験も含めて感染拡大防止の対応をきちんと

しながら、少しずつでも制限のなかった前

に戻れるような、そういう生活に少しずつ

していければいいかなというように思って

おりまして、先ほどいろいろお話ありまし

たけれども、経済対策、まちの中での飲食

店の対応だとか、そういったものも含めて

少しずつでも、今までみたいな制限でなく

て制限が少しずつ緩和されていくような、

そういった取組ができればなというように

思っているところであります。 

 また、今なかなか感染者減ってはきてい

ますけれどもなくならないといった部分、

それから今あんまり重度化はしてないとい

うようなことが言われていますけれども、

今後どうなっていくのかとなかなかやっぱ

りまだまだ分からないところもありますの

で、これからも十分町民の皆さんに新型コ

ロナウイルスに関する国から、道からのそ

ういった情報などもきちんと流しながら、

町としてどういう対応をしていくのかと
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いった部分なども含めて、皆さんに十分周

知しながらこれからも進めていこうかなと

いうように思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 これにて、１０番二川 靖君の一般質問

を終えます。 

 これで、一般質問を終わります。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。 

 次回の会議は、６月１７日、午前１０時

より開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午後 ２時０７分 散会 
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